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I 労災診療費算定基準（平成26年4月 1日以降の診療）と留意点

労災診療費は、原則として、健康保険の診療報酬点数表（以下「健
保点数表Jという。）にしたがって算定しますが、次に掲げる項目に
ついては、労災保険独自の算定基準を定めていますので、この取扱い
にしたがって、．労災診療費を算定して下さい。
なお、療養の費用を支給する場合（非指定医療機関に受診した場合）

の支給限度額の算定についても、下記の取扱いに準じて行います。

1 診療単価
診療単価は、 12円とします。ただし、以下に係るものについては、

11円50銭とします。 （円未満の端数切り捨て）

( 1 ）国及び法人税法（昭和 40年 3月 31日法律第 34号）第2条第
5号に規定する公共法人

( 2）法人税法第2条第6号に規定する公益法人等であって、法人税
法施行令（昭和 40年 3月 31日政令第97号）第5条第29号に掲
げる医療保健業を行うもの

なお、平成26年 3月 31日における上記（ 1 ）及び（ 2）じ該当
する医療機関は、参考 1 (26ページ）のとおりです。

注法人税法の規定により、医療保健業に課税されるものを課税医
療機関（診療単価 12円）、課税されないものを非課税医療機関（診
療単価 11円50銭）と呼びます。

2 初診料 医科、歯科とも 3, 7 6 0円
初診料については、健保点数表と異なり点数ではなく、上記金額で

算定します。
労災保険の初診料は、支給事由となる災害の発生につき算定できま

す。したがって、既に傷病の診療を継続している期間（災害発生当日
を含む。）中に、当該診療を継続している医療機関において、当該診
療に係る事由以外の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により
初診を行った場合は、初診料を算定できます。 （労災保険において継
続診療中に、新たな労災傷病にて初診を行った場合も、初診料 3,760 
円を算定できます。）
ただし、健保点数表（医科に限る。）の初診料の注5ただし書に該

当する場合（上記の初診料を算定できる場合を除く。）については、
初診料の半額の 1,880円を算定できます。

その他の初診料の算定に係る取扱いについては健保準拠です。
初診料の算定例は、参考2 (27ページ）のとおりです。
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3 救急医療管理加算 入院 6, 0 0 0円（ 1日につき）
入院外 1. 2 0 0円

初診時（継続診療中の初診時を含む。） fこ救急医療を行った場合、
入院した場合は 6,000円、入院外の場合は 1,200円を算定すること
ができます。

ただし、これは同一傷病につき 1回限り算定できるものであり、
健保点数表における「救急医療管理加算J、 「特定入院料Jとは重
複して算定できません。

なお、入院については、初診に引き続き入院している場合に7日
間を限度に算定することができます。
また、健康保険における「保険外併用療養費（初診時自己負担金）」

とも重複して算定できません。

（例 1）救急医療管理加算が算定できる場合
① 傷病の発生から数日間経過した後に医療機関で初診を行った場

A 
口。

② 最初に収容された医療機関においては、傷病の状態等から応急
処置だけを行い、他の医療機関に転医した場合。 （それぞれの医
療機関で算定可）

③ 傷病の発生から長期間経過した後であっても、症状が安定して
おらず、 l再手術等の必要が生じて転医した場合。 （転医先におい
て算定可）

（例 2）救急医療管理加算が算定できない場合
① 再発の場合。
②傷病の発生から数か月経過し、症状が安定した後に転医した場
合。

③ じん肺症、振動障害等の慢性疾患あるいは遅発性疾病等、症状
が安定しており救急医療を行う必要がない場合。

④ 健保点数表（医科に限る。）の初診料の注5ただし書に該当す
る初診料（1,880円）を算定する場合。

⑤ 上記の他、初診料が算定できない場合。

注 健康保険では「救急医療管理加算 1J (800点）と「救急医療
管理加算2」 (400点）に区分されていますが、労災診療費算定
基準に定める救急医療管理加算（以下「労災救急医療管理加算」
という。）については区分を設けておらず、その算定は次のとお
りとなります。
労災救急医療管理加算は健保点数表における「救急医療管理加

算j との重複算定はできないため、そのいずれかを算定すること
となりますが、労災救急医療管理加算では、初診の傷病労働者に
救急医療を行った場合には所定の金額（入院の場合 6,000円）を
算定できることから、健保点数表によれば「救急医療管理加算2J
の算定となる場合であっても、労災救急医療管理加算を算定でき
ます。
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4 療養の給付請求書取扱料 2, 0 0 O円
労災指定医療機関等において、 「療養（補償）給付たる療養の給

付請求書（様式第5号又は第 16号の 3）」を取り扱った場合に 2,000
円を算定できます。
ただし、再発（様式第5号又は第 16号の 3）の場合や、転医始診
（様式第6号又は第 16号の4）の場合は算定できません。

注 「療養（補償）給付たる療養の費用請求書（様式第7号（ 1 ）～ 
( 5）又は第 16号の 5 (1）～（ 5) ）」を取り扱った場合は、算

定できません。

5 再診料 1, 3 9 0円
一般病床の病床数 200床未満の医療機関及び一般病床の病床数

200床以上の医療機関の歯科、歯科口腔外科において算定します。
再診料についても初診料と同様に、点数ではなく上記金額で算定

します。
ただし、健保長数表（医科に限る。）の再診料の注3に該当する

場合については、 690円を算定できます。この場合において、夜間
・早朝等加算、外来管理加算、時間外対応加算、明細書発行体制等
加算等（注4から注8まで、注 10から注 12に規定する加算）は算
定できません。
その他の再診料の算定に係る取扱いについては健保点数表の注8

を除き健保準拠です。
（例 1) 業務上の事由による傷病により、同一日に同ーの医療機関

の複数の診療科を引き続き再診した場合
01つ自の診療科 l, 3 9 0円を算定
02つ自の診療科 6 9 0円を算定
03つ目の診療科 （算定できない。）

（例2) 業務上の事由による傷病と私病により、同一日に同ーの医
療機関の同ーの診療科を再診した場合
0主たる傷病についてのみ、再診料を算定

（例 3) 業務上の事由による傷病と私病により、同一日に同ーの医
療機関の~量産主主を再診した場合
0主たる傷病について再診料を算定し、もう 1つの傷病につ
いて2科目の再診料を算定

6 外来管理加算の特例
再診時に、健保点数表において外来管理加算を算定することがで

きない処置等を行った場合で、も、その点数が外来管理加算の 52点に
満たない場合には、特例として外来管理加算を算定することができ
ます。
また、外来管理加算の点数に満たない処置等が2つ以上ある場合

には最も低い点数に対して外来管理加算を算定し、他の点数は外来
管理加算の点数に読み替えて算定することができます。
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注1 健保点数表において算定することができない処置等とは、慢性
疹痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査並びに健保点
数表第2章第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、
第 9部処置、第 10部手術、第 11部麻酔及び第 12部放射線治療を
いいます。

なお、別に厚生労働大臣が定める検査とは、健保点数表第2章
第3部検査第3節生体検査料のうち、次の各区分に掲げるものを
いいます。

超音波検査等
脳波検査等
神経・筋検査
耳鼻咽喉科学的検査
眼科学的検査
負荷試験等
ラジオアイソトープを用いた諸検査
内視鏡検査

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
③
 

注2 四肢に対する処置等に対し l.5倍又は2倍の加算ができる取扱
い（四肢加算）が適用される場合は、適用後の特例点数を基準に
します。

（例）消炎鎮痛等処置「マッサージ等の手技による療法」
を行った場合

35点、×l.5倍＝53点
よって、四肢加算後の特例点数53点が基準となり、外来管理

加算の 52点は算定できません。
なお、四肢の消炎鎮痛等処置「マッサージ等の手技による療

法」に四肢加算を行わず、 35点として外来管理加算の 52点を
合算して 87点を算定することはできません。

（四肢）

注3 慢性疹痛疾患管理料を算定している場合であっても、慢性疹痛
疾患管理料に包括される処置（介達牽引、矯正固定、変形機械矯
正術、消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザ
ー照射及び目工門処置）以外の処置等を行った場合は、外来管理加
算の特例を算定することができます。

注4 健保点数表の再診料の注8にかかわらず従前どおり計画的な医
学管理を行った場合に算定できます。

7 再診時療養指導管理料 920円
外来患者に対して再診時に療養上の指導（食事、日常生活動作、

機能回復訓練、メンタルへ／レスに関する指導）を行った場合に指導
の都度算定できます。

注1 同一月において重複算定できない管理料等は、参考3 (29ベー
ジ）のとおりです。
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注2 同ーの医療機関において、同時に2以上の診療科で指導を行っ
た場合であっても（医科と歯科及び医科と歯科口腔外科の場合を
除く。）再診時療養指導管理料は1回として算定します。

8 入院基本料
入院の日から起算して2週間以内の期間健保点数の 1. 3 0倍
上記以降の期間 健保点数の 1. 0 1倍

入院基本料は、入院の日から起算して2週間以内の期間について
は、健保点数のl.30倍、それ以降の期間については、健保点数のl.01 
倍の点数（いずれも 1点未満の端数は四捨五入）を算定することが
できます。

注1 各種加算の取扱いについては、以下のとおりです。

① 健保点数表の第1章第2部「入院料等jの第1節「入院基本料J
について
ア イ以外の点数については、入院基本料に当該点数を加えた後

に l.30倍又は l.01倍することができます。
イ 入院期間に応じ加算する点数の場合は、 l.30倍又は l.01倍
することができません。

具体的には、参考4 (30ページ）のとおりとなります。

② 健保点数表における第1章第2部「入院料等j の第2節「入院
基本料等加算JIご示されている各種加算については l.30倍又は
l. 01倍することができません。

③ 「9 労災治療計画加算（100点加算）」については l.30倍又
は l.01倍することができません。

注2 外泊期間中の入院基本料は、すべての加算を含まない入院基本
料の基本点数に 0.15を掛け、その後 l.30倍又は l.01倍した点数
となります。

注3 定数超過入院に該当する場合及び医療法に定める人員標準を著
しく下回る場合の入院基本料は、健保点数表第1章第2部入院料
等の通則6に従って算定した後の点数を l.30倍又は l.01倍する
こととなります。
なお、入院期間に応じた加算点数については、 l.30倍又は l.01 

倍することはできません。

（例）入院基本料点数をA、入院期間に応じた加算を B、通則6の
別表第一～第三に定める率を Cとした場合の算定方法は

(A×C×l. 30) + (B×C）となります。

注4 健保改正により栄養管理体制に関する基準を満たすことができ

ない医療機関（診療所を除き、 lllJに厚生労働大臣が定める基準を満

たすものに限る。）については、入院基本料等の所定点数から 1日

につき40点を減算する旨の通則8が新設されましたが、この算定に
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ついては入院基本料等の所定点数から当該減算の40点を減算後、

1. 30倍又は1.01倍します。

注5 医療機関を退院後、同一傷病により、同ーの医療機関又は当該
医療機関と特別の関係にある医療機関に入院した場合には、第1
回目の入院の日を起算日として計算します。

ただし、退院後、いずれの医療機関にも入院せずに3か月以上
経過し、その後再入院となった場合については、再入院日を起算
日として新たに入院期間を計算します。

注6 健康保険においては、入院診療計画に関する基準を満たすこと
が入院基本料等の算定要件の 1つですが、労災保険においても、
入院診療計画書又は労災治療計画書（以下「労災治療計画書等」
という。）を交付して説明することが入院基本料等の算定要件と
なります。

しかしながら、特別の事情があり、かっ、入院後7日以内の場
合については、その理由を診療費請求内訳書に記載することによ
り、労災治療計画書等を交付して説明することができない場合で
あっても、入院基本料等を算定できることとします。
特別の事情とは、以下のような場合です。

① 患者の急変などにより、他の医療機関へ転院又は退院すること
となったため、労災治療計画書等を交付して説明することができ
なかった場合

② 患者が意識不明の状態にあり、家族等と直ちに連絡を取ること
ができなかったため、労災治療計画書等を交付して説明すること
ができなかった場合

③ その他、上記に準ずると認められる場合

注7 健保点数表における「生活療養を受ける場合」の点数について
は、適用しません。

9 労災治療計画加算 1 0 0点
収容施設を有する診療所及び病院において、入院の際に医師、看

護師、その他関係職種が共同して総合的な治療計画を策定し、医師
が入院後7日以内に労災治療計画書（又はこれに準ずる文書）によ
り傷病名及び傷病の部位、症状、治療計画、検査内容及び日程、手
術内容及び日程、推定される入院期間、入院中の注意事項、退院時
において見込まれる回復の程度等について交付して説明を行った場
合、 1回の入院につき 1回限り 100点を入院基本料又は特定入院料
に加算できます。 （参考5 (31ページ））

注1 入院が予定されている患者に対して、外来において治療計画を
策定し、労災治療計画書を交付のうえ説明を行った場合は、入院
初日に算定できます。
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注 2 入院基本料又は特定入院料の入院期間の計算上、起算日が変わ
らないものとして取り扱われる再入院については算定できませ
ん。

注3 医師の病名等の説明に対し理解できないと認められる患者（例
えば、意識障害者等）については、その家族等に対して行った場
合に算定できます。

10 入院室料加算
入院室料加算は、次の①及び②の要件に該当する場合に③に定め

る金額を算定できるものとしますが、②のエの要件に該当する場合
は、初回入院日から 7日を限度とします。

①保険外併用療養費における特別の療養環境の提供に関する基準を
満たした病室で、傷病労働者の容体が常時監視できるような設備又
は構造上の配慮がなされている個室、 2人部屋、 3人部屋及び4人
部屋に収容した場合。

② 傷病労働者が次の各号のいずれかに該当するものであること。
ア 症状が重篤で、あって、絶対安静を必要とし、医師又は看護師が
常時監視し、随時適切な措置を講ずる必要があると認められるも
の。

イ 症状は必ずしも重篤ではないが、手術のため比較的長期にわた
り医師又は看護師が常時監視を要し、随時適切な措置を講ずる必
要があると認められるもの。

ウ 医師が、医学上他の患者から隔離しなければ適切な診療ができ
ないと認めたもの。

エ 傷病労働者が赴いた病院又は診療所の普通室が満床で、かつ、
緊急に入院療養を必要とするもの。

③ 医療機関が当該病室に係る料金として表示している金額を算定す
ることができます。
ただし、当該表示金額が次に示す額を超える場合には次に示す額

とします。

1日につき個 室甲地 10,000円、乙地 9,000円
2人部屋甲地 5,000円、乙地4,500円
3人部屋甲地 5,000円、乙地4,500円
4人部屋甲地 4,000円、乙地 3,600円

入院室料加算の地域区分の甲地とは、一般職の職員の給与に関す
る法律（昭和 25年法律第95号）第 11条の3に基づく人事院規則9
-49 （地域手当）により支給区分が 1級地から 5級地とされる地域
及び当該地域に準じる地域をいい、乙地とは甲地以外の地域をいい
ます。 （参考6 (32ページ））
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注特定入院料、重症者等療養環境特別加算、療養環境加算、療養
病棟療養環境加算、療養病棟療養環境改善加算、診療所療養病床
療養環境加算、診療所療養病床療養環境改善加算との重複算定は
できません。

11 病衣貸与料 7点
患者が緊急収容され病衣を有していないため医療機関から病衣の

貸与を受けた場合、又は傷病の感染予防上の必要性から医療機関が
患者に病衣を貸与した場合には、 1日につき 7点を算定できます。

12 入院時食事療養費
入院時食事療養費については、平成 18年3月6日付け厚生労働省

告示第 99号（以下「99号告示」という。）の別表「食事療養及び
生活療養の費用額算定表Jの「第1 食事療養」に定める金額の 1.2 
倍により算定する（10円未満の端数は四捨五入）こととしています
が、具体的には次の金額となります。

( 1 ）入院時食事療養（ I ) 1食につき 7 7 0円
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方

厚生（支）局長に届け出て当該基準による食事療養を行う保険医
療機関に入院している患者について、当該食事療養を行ったとき
に、 1日につき 3食を限度として算定します。

① 特別食加算 1食につき 9 0円
別に厚生労働大臣が定める特別食を提供したときに、 1日につ

き3食を限度として加算することができます。

② 食堂力日算 1日につき 6 0円
食堂における食事療養を行ったときに、加算することができま

す。 （療養病棟に入院する患者を除く。）

( 2）入院時食事療養（II) 1食につき 6 1 0円
入院時食事療養（ I ）を算定する保険医療機関以外の保険医療

機関に入院している患者について、食事療養を行ったときに、 1
日につき 3食を限度として算定します。

注 99号告示の別表「食事療養及び生活療養の費用額算定表」の「第
2生活療養」については、適用しません。

13 コンビューター断層撮影料
コンピューター断層撮影及び磁気共鳴コンピューター断層撮影が

同一月に 2回以上行われた場合であっても、所定点数を算定できま
す。

注健保点数表の同一月の2回目以降の断層撮影の費用についての逓
減制については、適用しません。
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（例 1）同一月に 1回目 CT撮影ロ、 2回目 CT撮影ロを行った場合。

900点（＋断層診断450点）
900点

c T撮影ロ
c T撮影ロ

1回目
2回目

1, 800点（断層診断を含め 2,250点）算定

2回目MRI撮影2を行った場

言十

（例 2）同一月に 1回目 CT撮影ロ、
ぷL
口。

よ』
口

900点（＋断層診断450点）
1,330 ，点

c T撮影ロ
MR  I撮影2

1回目
2回目

2,230点（断層診断を含め 2,680点）算定

リハビリテーション
疾患別リハビリテーション料を算定する場合は、健保点数表のリ

ハピリテーションの通則 1にかかわらず次の点数で算定することが
できます。

言十i》、
D 
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( 1 ）疾患別リハビリテーション（※）については、リハビリテー
ションの必要性及び効果が認められるものについては、健保点
数表における疾患別リハビリテーション料の各規定の注1のた
だし書にかかわらず、健保点数表に定める標準的算定日数を超
えても制限されることなく算定できます。
健保点数表の疾患別リハビリテーション料の各規定の注4及

び注5 （注5は脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器
リハビリテーション料に限る）については、適用しません。

( 2）入院中の傷病労働者に対し、訓練室以外の病棟等において早
期歩行、 ADLの自立等を目的とした疾患別リハビリテーショ
ン料（ I ) （運動器リハビリテーション料においては、 ( I ) 
及び（II)）を算定すべきリハビリテーションを行った場合は、
AD  L加算として、 1単位につき 30点を所定点数に加算して算
定できます。（参考7 (34ページ））
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( 3）健保点数表に定める疾患別リハビリテーション料の各規定にお
ける早期リハビリテーション加算及び初期加算については、健
保点数表に準じて算定できます。

（※）疾患別リハビリテーションとは、健保点数表における心大血
管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハピリテーショ
ン料におけるリハビリテーションのことをいいます。

注1 健保点数表の脳血管疾患等リハビリテーション料の各区分の
イ及びロの区別については、労災保険においては区別せずに算
定できます。 （参考8 (35ページ））

注2 健保点数表の疾患別リハビリテーション料の各規定の注4に
示す範囲内でリハビリテーションを行う場合（標準的算定日数
を超えて疾患別リハビリテーションを 1月 13単位以内で行う
場合）には、診療費請求内訳書の摘要欄に標準的算定日数を超
えて行うべき医学的所見等を記載する必要はありません。
ただし、標準的算定日数を超え、さらに疾患別リハビリテー

ションを 1月 13単位を超えて行う場合には、①診療費請求内訳
書の摘要欄に標準的算定日数を超えて行うべき医学的所見等を
記載すること又は②労災リハビリテーション評価計画書（参考
9 (36ページ））を診療費請求内訳書に添付して提出すること
を求めることとなります。

注 3 早期リハビリテーション加算が算定できる傷病労働者に対
し、初期加算とADL加算が算定できるリハビリテーションを
行った場合は、それぞれ所定点数を算定できます。

15 リハビリテーシヨン情報提供加算 20 0点
( 1 ）健保点数表の診療情報提供料 Iが算定される場合で、あって、医

師又は医師の指揮管理のもと理学療法士若しくは作業療法士が作
成した職場復帰に向けた労災リハビリテーション実施計画書（転
院までの実施結果を付記したもの又は添付したものに限る。）を、
傷病労働者の同意を得て添付した場合に算定できます。

なお、健保点数表の診療情報提供料 I(250点）及び退院後の治
療計画、検査結果その他の必要な情報を添付した場合の加算（200
点）とは別に算定できます。

( 2）労災リハビリテーション実施計画書は、参考 10(37ページ）の
様式又はこれに準じた文書により作成することとし、
① 傷病労働者の「これまでの仕事内容」、 「これまでの通勤方

法」、 「復職希望J等を踏まえた「職場復帰に向けた目標」
② リハビリテーションの項目として、職場復帰に向けた目標を

踏まえた業務内容・通勤方法等を考慮、した内容（キーボードの
打鍵やパスへの乗車等）

を盛り込む必要があります。

注1 請求に当たっては、労災リハビリテーション実施計画書の写し
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を診療録に添付し明確にしておく必要があります。

注2 健康保険のリハピリテーション（総合）実施計画書（様式）を
用いる場合には、上記（2）①及び②を盛り込むことで、様式上
の要件は具備されます。

16 初診時ブラツシング料 9 1点
創面が異物の混入、付着等により汚染している創傷の治療の前処

置として、生理食塩水、蒸留水、ブラシ等を用いて創面の汚染除去
を行った場合に算定できます。
ただし、同一傷病につき 1回（初診時）限りとします。

注 1 初診時ブラッシング料を含む処置、手術の所定点数の合計が
150点以上の場合に限り、時間外、深夜又は休日加算が算定でき
ます（ 1点未満四捨五入｝。

注2 健保のデブリードマン（創傷処理におけるデブリードマン加算
を含む。）とは重複算定はできません。

注3 四肢の特例取扱はありませんので、たとえ四肢の創傷に対する
ブラッシング、で、あっても 91点の算定となります。

17 四肢に対する特例取扱い
( 1 ）指の創傷処理（筋肉に達しないもの。）

手の指の創傷処理については、健保点数にかかわらず、次に
掲げる点数で算定します。ただし、筋肉に達するものは健保点
数の 2.0倍で算定します。

指 1本
指 2本
指3本
指4本
指5本

940点
1, 410点
1,880点
2, 350点
2,350点

(470点×2.0イ吾）
(940点十470点）
(1, 410点＋470点）
(1, 880点＋470点）
(470点×5.0倍）

さらに四肢加算
することはでき
ません。

なお、創傷処理（筋肉に達しないもの。）と指（手、足）に
係る手術等又は骨折非観血的整復術を各々異なる手の指に対し
て併せて行った場合には、同一手術野とみなさず各々の所定点
数を合算した点数で算定できます。

創傷処理の算定に当たり、指で筋肉に達するものと指以外は、
次の健保点数を基礎として算定します。
① 筋肉、臓器に達するもの

長径5cm未満 1, 250点
長径 5cm以上 10C皿未満 1, 680点
長径 10c皿以上 2,000点

② 筋肉、臓器に達しないもの
長径5c皿未満 470点
長径 5cm以上 10cm未満 850点
長径 10cm以上 1,320点
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注筋肉、臓器に達するものとは、単に創傷の深さを指すものでは
なく、筋肉、臓器に何らかの処理を行った場合をいいます。

( 2）指の骨折非観血的整復術
手の指の骨折非観血的整復術については、次に掲げる点数で

算定します。
指 1本 2,880点
指2木 4,320点
指3本 5,760点
指4本 7,200点
指5本 7,200点

(1, 440点×2.0倍）
(2, 880点＋l,440点）
(4, 320点＋1, 440点）
(5, 760点＋l,440点）
(1, 440点×5.0倍）

さらに四肢加算
することはでき
ません。

なお、骨折非観血的整復術と指（手、足）に係る手術等又は
創傷処理（筋肉に達しないもの。）を各々異なる手の指に対し
て併せて行った場合には、同一手術野とみなさず各々の所定点
数を合算した点数で算定できます。

( 3 ）処置、手術及びリハビリテーションについての特例
1. 5倍（ 2 0倍）

① 四肢（鎖骨、肩甲骨及び股関節を含む。）の傷病に対し、次に
掲げる処置、手術及びリハビリテーションの点数は、健保点数（リ
ハビリテーションについては 14のア～コの所定点数）の 1.5倍
として算定できます。 (1点未満切上げ）
（処置）
ア 創傷処置、爪甲除去（麻酔を要しないもの）、穿刺排膿後
薬液注入、熱傷処置、重度祷清処置、ドレーン法及び皮膚科
軟膏処置

イ 関節穿刺、粘（滑）液嚢穿刺注入、ガングリオン穿刺術、
ガングリオン圧砕法及び消炎鎮痛等処置のうち「湿布処置」

ウ 紳創膏固定術、鎖骨又は肋骨骨折固定術、皮膚科光線療法、
鋼線等による直達牽引（ 2日目以降）、介達牽引、矯正固定、
変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置のうち「マッサージ等の手
技による療法j及び「器具等による療法」、低出カレーザー
照射

（手術）
エ創傷処理、デブリードマン

ただし、手の指の創傷処理（筋肉に達しないもの。）は、
前記（ 1 ）による。

オ皮膚切開術
カ 筋骨格系・四肢・体幹の手術

ただし、手の指の骨折非観血的整復術は、前記（ 2）によ
る。

キ神経、血管の手術
（リハビリテーション）
ク 疾患別リハビリテーション

② 上記①のア～イの処置及びエ～キの手術については、手（手関
節以下）及び手の指に係る場合のみ健保点数の 2.0倍として算定
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できます。
ただし、健康保険において処置面積を合算して算定する「創傷

処置J等については、四肢加算の倍率（手指2倍、手指以外の四
肢 1.5倍、四肢以外1倍）が異なる部位に行う場合には、それぞ
れの倍率毎に処置面積を合算して算定することができます。

また、 「創傷処置」等を四肢加算の倍率が異なる範囲にまたが
って（連続して）行う場合には、処置面積を合算し該当する区分
の所定点数に対して最も高い倍率で算定します。

なお、四肢の傷病に対する特例取扱いは適用される項目も多く
誤りも多くみられますので、特に下記の点に留意してください。

注 1 特例取扱いの対象となるものは前記に掲げたもののみで、薬
剤料、特定保険医療材料料、輸血料、ギプス料などは、特例取
扱いの対象になりません。

注2 健保点数の 2.0倍として算定できるのは、手（手関節以下）、
手の指に係る処置・手術のみです。
足の指の処置は 1.5倍です。

注 3 植皮術、皮膚移植術等の形成手術は、特例取扱いの対象にな
りません。

注4 処置における腰部、胸部叉は頚部固定帯加算等の処置医療機
器等加算及び手術における創外固定器加算等の手術医療機器等
加算は、特例取扱いの対象になりません。

注5 特例取扱いの対象となる処置、手術及びリハビリテーション
の所定点数の 1.5倍（2.0倍）後の点数は一覧表（参考 11(38 
ページ））のとおりです。

18 術中透視装置使用加算 220点

ア「大腿骨J、 「下腿骨J、 「麗骨」、 「上腕骨J、 「前腕骨J及び
「舟状骨Jの骨折観血的手術（K046）又は骨折経皮的銅線刺入固定

術（K045）において、術中透視装置を使用した場合に算定できます。

イ「脊椎」の経皮的椎体形成術（K142-4）において、術中透視装置を
使用した場合に算定できます。

注 1 請求に当たっては、術中透視装置を使用したことを診療録に
記載し明確にしておく必要があります。

注2 本加算は、四肢に対する特例取扱いの対象にはなりません。

19 手指の機能回復指導加算 1 9 0点
手（手関節以下）及び手の指の初期治療における機能回復指導加

算として、当該部位について、次に掲げる健保点数表における第 10
部手術を行った場合は 1回に限り所定点数に 190点を加算できま
す。
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( 1 ）創傷処理、デブリードマン
( 2）皮膚切開術町
( 3）筋骨格系・四肢・体幹の手術

注 1 時間外加算及び四肢加算はできません。

注2 右手、左手をそれぞれ手術した場合でも算定は 1回限りです。

20 固定用伸縮性包帯
処置及び手術において頭部・頚部・躯幹及び四肢に使用した場合に

実費相当額（購入価格を 10円で除して得た点数）を算定することがで
きます。
注 1 処置及び手術に当たって通常使用される治療材料（包帯等）

又は衛生材料（ガーゼ等）の費用（22の場合を除く。）は算定
できません。

注2 医師が必要と判断した場合には固定用伸縮性包帯と下記 21
の頚椎固定用シーネ、鎖骨固定帯及び膝・足関節の創部固定帯
を併せて算定できます。

21 顕椎固定用シーネ、鎖骨固定帯及び膝”足関節の創部固定帯
医師の診察に基づき、頚椎固定用シーネ、鎖骨固定帯及び膝・足関

節の創部固定帯の使用が必要と認める場合に実費相当額（購入価格を
10円で除して得た点数）を算定することができます。

また、健保点数表の腰部、胸部又は頚部固定帯加算が算定できる
場合については、当該実費相当額が 170点を超える場合は実費相当
額が算定でき、当該実費相当額が 170点未満の場合は 170点を算定
できますが、そのことを踏まえ、頚椎固定用シーネ、鎖骨固定帯及
び膝・足関節の創部固定帯についても、同様の取扱いとします。

注 1 請求に当たっては、医師の診察の結果、頚椎固定用シーネ、
鎖骨固定帯及び膝・足節の創部固定帯の使用が必要と判断した
旨を診療録に記載し明確にしておく必要があります。

注2 頚椎固定用シーネの費用と「J200 腰部、胸部又は頚部固定
帯加算Jは重複算定できません。

注3 医師が必要と判断した場合には頚椎固定用シーネ、鎖骨固定
帯及び膝・足関節の創部固定帯と上記 20の固定用伸縮性包帯を
併せて算定できます。

22 皮膚痩等に係る滅菌ガーゼ
通院療養中の傷病労働者に対して、皮膚痩等に係る自宅療養用の

滅菌ガーゼ（粋創膏を含む。）を支給した場合に実費相当額（購入
価格を 10円で除して得た点数）を算定することができます。

なお、支給対象者は以下の（ 1 ）及び（ 2 ）の要件を満たす者と
なります。
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( 1 ）せき髄損傷等による重度の障害者のうち、尿路変更による皮膚
凄を形成しているもの、尿路へカテーテルを留置しているもの、
文は、これらに類する創部を有するもの。 （祷癒については、ご
く小さな範囲のものに限ります。）

(2）自宅等で頻繁にガーゼの交換を必要とするため、診療担当医が
投与の必要を認めたもの。

注支給できるものは、診療担当医から直接処方・投与を受けたガ
ーゼに限るため、診療担当医の指示によるもので、あっても、市販
のガーゼを傷病労働者が自ら購入するものは、支給の対象となり
ません。 （昭和 55年3月 1日付け基発第99号）

23 処置等の特例
(1) 3部位（局所）の取扱いについて
①介達牽引、矯正閏定、変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置のうち

「マッサージ等の手技による療法」、 「器具等による療法」、腰
部又は胸部固定帯固定及び低出カレーザー照射を同一日に行っ
た場合は、 1日につき合わせて負傷にあっては受傷部位ごとに3
部位を限度とし、また、疾病にあっては3局所を限度として算定
できます。

② 消炎鎮痛等処置のうち「湿布処置Jについては、 1日につき所
定点数（「湿布処置Jの場合は倍率が異なる部位ごとに算定し合
算とする。）を算定できます。

なお、「湿布処置」と目工門処置を倍率が異なる部位に行った場
合は、倍率が異なる部位ごとに算定し合算できます。

点
点
点
点

q
υ
n
d
n
J
Q
d
 

戸

h
υ
F
h
d
F
h
U
F
h
υ

35点×1.5 f膏
35点×1.5倍
35点×1.5倍
35点×1.5倍：

（例 1)
右上肢に「手技による療法」
左上肢に低出カレーザー照射
右下肢に「器具等による療法」
左下肢に介達牽引

3部位までの算定になりますので、 53点十53点＋53点＝159点

35点
53点

＝」旦卓
158点

35点
35点×1.5倍
35点×2.0 f吾

（例2)

腰部に「湿布処置J
左前腕に「湿布処置J
右手指から前腕に「湿布処置j

合 計

( 2）処置の併施について
介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置（「湿

布処置J、 「マッサージ等の手技による療法」及び「器具等によ
る療法」）、腰部又は胸部固定帯固定、低出カレーザー照射及び
目工門処置を同一日にそれぞれ異なる部位に行った場合は、 「湿布
処置」又は』工門処置（※〕の所定点数の他に、介達牽引、矯正固
定、変形機械矯正術、 「マッサージ等の手技による療法」、 「器
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具等による療法」、腰部又は胸部国定帯固定及び低出カレーザー
照射のうち計2部位までの所定点数を合わせて算定できます。

なお、この場合、 「湿布処置J又は目工円処置（※）の所定点数
を算定することなく、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、「マ
ッサージ等の手技による療法」、 「器具等による療法」、腰部又
は胸部固定帯固定及び低出カレーザー照射を合計で3部位まで算
定することとしても差し支えありません。

（※） 「湿布処置Jと紅門処置をそれぞれ倍率が異なる部位ごと
に算定する場合は、 「「湿布処置」及び目工門処置」となりま
す。

（例 1)
左前腕に「湿布処置J 35点×1.5倍 = 53点
左下肢に介達牽引 35点×1.5倍 = 53点
右下肢に「手技による療法J 35点×1.5倍 = 53点
腰部に腹部固定帯固定 35点 = 35点
「湿布処置J+ （介達牽引＋「手技による療法」 （計2部位分））

53点＋53点十53点 = 159点
（例 2)
腰部に「湿布処置」 35点 = 35点
目工門処置 24点 = 24点
左下肢に介達牽引 35点×1.5倍 = 53点
右下肢に「手技による療法」 35点×1.5倍 = 53点
左上肢に矯正固定 35点×1.5倍 = 53点
「湿布処置」＋（介達牽引、「手技による療法J又は矯正固定（ 2

部位分））の合計 35点＋53点＋53点 = 141点

介達牽引＋「手技による療法」＋矯正固定（合計3部位）
53点十53点十53点 = 159点

したがって、この場合は 159点を算定します。

( 3）処置等の併施について
①疾患別リハビリテーションの他に、介達牽引、矯正固定、変形
機械矯正術、 「マッサージ等の手技による療法」、 「器具等によ
る療法」、腰部又は胸部固定帯固定及び低出力レーザー照射を同
一日に行った場合は、疾患別リハビリテーションの所定点数の他
に、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、 「マッサージ等の手
技による療法」、 「器具等による療法」、腹部又は胸部固定帯固
定又は低出力レーザー照射のいずれか1部位を算定できます。

なお、この場合、疾患別リハビリテーションの所定点数を算定
することなく、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、 「マッサ
ージ等の手技による療法」、 「器具等による療法」、腰部又は胸
部固定帯固定及び低出力レーザー照射を合計で3部位まで算定
することとしても差し支えありません。

② 「湿布処置」、目工門処置及び疾患別リハビリテーションを同一
日に行った場合は、「湿布処置」の 1部位又は紅門処置のいずれ
かの所定点数と疾患別リハビリテーションの所定点数を算定で
きます。
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③ 「湿布処置J、目工門処置及び疾患別リハビリテーションの他に、
介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、 「マッサージ等の手技に
よる療法」、 「器具等による療法j、腰部又は胸部固定帯固定及
び低出力レーザー照射を同一日に行った場合は、疾患別リハビリ
テーションの所定点数と「湿布処置」の 1部位又はH工円処置のい
ずれかの所定点数の他に、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、
「マッサージ等の手技による療法」、 「器具等による療法」、腰

部又は胸部固定帯固定又は低出力レーザー照射のいずれか1部
位を算定できます。

なお、この場合、疾患別リハビリテーションの所定点数を算定
することなく、 「湿布処置」又は』工門処置（※）の所定点数の他
に、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、 「マッサージ等の手
技による療法J、 「器具等による療法J、腰部又は胸部固定帯固
定及び低出カレーザー照射のうち計2部位まで算定することと
して差し支えありません。
また、 「疾患別リハビリテーションの所定点数と「湿布処置」

の1部位又は紅門処置のいずれかの所定点数」及び「「湿布処置」
又は虹円処置（※）の所定点数Jを算定することなく、介達牽引、
矯正固定、変形機械矯正術、「マッサージ等の手技による療法」、
「器具等による療法J、腰部又は胸部固定帯固定及び低出カレー

ザー照射を合計で3部位まで算定することとしても差し支えあ
りません。

（※） 「湿布処置」と月工門処置をそれぞれ倍率が異なる部位ごと
に算定する場合は、 「「湿布処置」及び月工門処置」となりま
す。

（例 1)
右上肢に運動器リハビリテーション料（III)1単位
右上肢に「器具等による療法｜

合 計

（例2)
左上肢に運動器リハビリテーション料（班） 1単位
左下肢に介達牽引

85点、×1.5倍：＝ 128点
35点×1.5量三~皇

181点

85点；×1.5 f音＝ 128，点
35 ，＼＇？：× 1. 5 f音＝ 53点
35点×1.5倍＝ 53点左上肢に変形機械矯正術

運動器リハピリテーション料（ill)+ 
( 1部位分））の合計

（介達牽引又は変形機械矯正術
128点＋53点＝ 181点

（例 3)
腰部に運動器リハビリテーション料（III) 1単泣 85点 = 85点
右下肢に介達牽引 35点×1.5倍 ＝ 53点
右上肢に「手技による療法」 35点×1.5倍 ＝ 53点
左下肢に低出力レーザー照射 35点×1.5倍 ＝ 53点
運動器リハビリテーション料（ill)+ （介達牽引、 「手技による
療法」又は低出カレーザー照射（ 1部位分））の合計

85点十53点 = 138点
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介達牽引＋「手技による療法」＋低出カレーザー照射（ 3部位）
の合計 53点＋53点＋53点 = 159点
したがって、この場合は 159点を算定する。

（例4)
左上肢に運動器リハビリテーション料（皿） 1単位 85点×1.5千音
左上肢に「湿布処 置 1 35点×1.5倍

合 計

（例5)

=128点
＝~皇
181点

左上肢に運動器リハビリテーション科（皿） 1単位 85点×1.5 f苦＝ 128点
右下肢に「湿布処置」 35点×1.5倍＝ 53点
腰部に介達牽引 35点 = 35点
右上肢に「手技による療法J 35点×1.5倍＝ 53点
左下肢に「器具等による療法1 35点×1.5倍＝ 53点
運動器リハビリテーション料（皿）＋「湿布処置J＋「器具等に
よる療法」の合計 128点＋53点＋53点 = 234点

注1 四肢加算の取扱いは、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、
「マッサージ等の手技による療法」、 「器具等による療法」及び

低出力レーザー照射については所定点数の 1.5倍、 「湿布処置」
は所定点数の 1.5倍（手及び手指は2倍）として算定することが
できます。

注2 局所とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹
のそれぞれを 1局所とし、全身を5局所に分けたものをいいます。

注3 介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、腰部又は胸部固定帯固
定及び低出力レーザー照射の部位（局所）、消炎鎮痛等処置の種
類及び部位（局所）について、診療費請求内訳書に明確に記載す
るよう医療機関に指導してください。

注4 外来診療料を算定する医療機関においては、介達牽引、矯正固
定、変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、
低出力レーザー照射及び目工円処置は算定できません。また「湿布
処置」及び』工門処置については、診療所において、入院中の患者
以外の患者のみに算定することができます。

24職業復帰訪問指導料
精神疾患を主たる傷病とする場合 1日につき 760点
その他の疾患の場合 1日につき 570点

( 1 ）入院期聞が継続して 1月を超えると見込まれる傷病労働者が職
業復帰を予定している事業場に対し、医師又は医師の指示を受け
た看護職員（注1）、理学療法士若しくは作業療法士（以下「医
師等」という。）が傷病労働者の職場を訪問し、当該職場の事業
主（注2）に対して、職業復帰のために必要な指導を行い、診療
録に当該指導内容の要点を記載した場合に、当該入院中及び退院
後の通院中に合わせて 3回（入院期聞が継続して 6月を超えると
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見込まれる傷病労働者にあっては、当該入院中及び退院後の通院
中に合わせて6回）に限り算定できます。 （注3)

( 2）医師等のうち異なる職種の者2人以上が共同して訪問指導を行
った場合や医師等がソーシヤノレワーカー（注4）と一緒に訪問指
導を行った場合は、 380点を所定点数に加算して算定できます。
なお、同ーの職種の者2人以上が共同して訪問指導を行った場合
は、 380点を所定点数に加算することはできません。

(3）精神疾患を主たる傷病とする場合にあっては、医師等に精神保
健福祉士を含みます。

注1 看護職員とは、看護師及び准看護師をいいます。
看護師と准看護師が共同して訪問指導を行った場合は、 380点の
加算は算定できません。

注2 事業主には、事業主に代わって監督又は管理の地位にある者も
含みます。

注3 入院中における算定については、指導の実施日にかかわらず退
院臼に算定します。また、通院中における算定については、指導
の実施日に算定します。

注4 ソーシヤノレワーカーとは、社会福祉士又は精神保健福祉士をい
います。 ( 3）の場合を除き、ソーシャルワーカーのみで訪問指
導を行った場合は、算定できません。医師等と一緒に訪問指導し
た場合のみ加算（380点）の対象となります。

25 精神科職場復帰支援加算 20 0点
精神科を受診中の傷病労働者に、精神科ショート・ケア、精神

科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア、
精神科作業療法、通院集団精神療法を実施した場合であって、当
該プログラムに職場復帰支援のプログラム（※）が含まれている
場合に、逓に 1回算定できます。

（※）職場復帰支援のプログラムとは、オフィス機器又は工具を使用
した作業、擬似オフィスによる作業又は復職に向けてのミーティ
ング、感想文等の作成等の集団で行われる職場復帰に有効な項目
で、あって、医師、看護職員、作業療法士、ソーシヤノレワーカ一等
の医療チームによって行われるものをいいます。

注請求に当たっては、当該プログラムの実施日及び要点を診療費請
求内訳書の摘要欄に記載するか、実施したプログラムの写しを診療
費請求内訳書に添付する必要があります。 （職場復帰支援のプログ
ラムの例は参考 12 (57ページ）のとおりです。）
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26 石綿疾患療養管理料 225点
石綿関連疾患ゆ有がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥

厚に限る。）について、診療計画に基づく受診、検査の指示又は服
薬、運動、栄養、疹痛等の療養上の管理を行った場合に月 2回に限
り算定できます。

注 1 請求に当たっては、管理内容の要点を診療録に記載する必要が
あります。

注2 初診料を算定することができる日及び月においても、算定でき
ます。また、入院中の患者においても、算定できます。

注3 同一月において重複算定できない管理料等については、参考3
(29ページ）のとおりです。

27 石綿疾患労災請求指導料 450点
石綿関連疾患（肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜

肥厚に限る。）の診断を行った上で、傷病労働者に対する石綿ば
く露に関する職歴の問診を実施し、業務による石綿ばく露が疑わ
れる場合に労災請求の勧奨を行い、現に療養補償給付たる療養の
給付請求書（告示様式第5号）又は療養補償給付たる療養の費用
請求書（告示様式第7号（ 1 ) ）が提出された場合に、 1回に限
り算定できます。

注 1 請求に当たっては、次の①から④の事項を診療録に記載し明確
にしておく必要があります。
①石綿関連疾患の診断を行ったこと
②患者に行った問診内容（概要）
③業務による石綿ばく露が疑われた理由
④労災請求の勧奨を行ったこと

注2 本指導料は、労災請求された個別事案が業務上と認定された場
合のみ支払われます。

注3 本指導料は、療養の給付請求書取扱料と併せて算定できます。

28 労災電子化加算 5点

電子情報処理組織の使用による労災診療費請求又は光ディスク

等を用いた労災診療費請求を行った場合、当該診療費請求内訳書1

件につき 5点を算定できます。

注 1 平成26年 3月診療分までは、電子レセプト 1件につき 3点の算

定となります。

注2 薬剤費レセプトは、「労災電子化加算Jの対象とはなりません。
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注3 「労災電子化加算」の算定は、平成28年 3月診療分までとなる

予定です。

29 職場復帰支援・療養指導料
精神疾患を主たる傷病とする場合月 1回560点

その他の疾愚の場合月 l回420点

( 1）傷病労働者（入院治療後通院療養を継続しながら就労が可能と

医師が認める者又は入院治療を伴わず通院療養を 3か月以上継続

している者で就労が可能と医師が認める者。下記（ 2）から（4) 

について同じ。） に対し、当該労働者の主治医又はその指示を受

けた看護職員、理学療法士、作業療法士若しくはソーシヤノレワー

カーが、就労に当たっての療養上必要な指導事項及び就労上必要

な指導事項を記載した「指導管理婆（別紙様式1～4）参考13(58 

～61ページ）」又はこれに準じた文書を当該労働者に交付し、職

場復帰のために必要な説明及び指導を行った場合に算定できます。

( 2）傷病労働者の主治医が、当該労働者の同意を得て、所属事業場

の産業医（主治医が当該労働者の所属事業場の産業医を兼ねてい

る場合を除く。）に対して文書（指導管理婆等）をもって情報提

供した場合についても算定できます。

( 3）傷病労働者の主治医又はその指示を受けた看護職員、理学療法

士、作業療法士若しくはソーシャルワーカーが、当該労働者の同

意を得て、当該医療機関等に赴いた当該労働者の所属事業場の事

業主と面談の上、職場復帰のために必要な説明及び指導を行い、

診療録に当該指導内容の要点を記載した場合についても算定でき

ます。

(4）上記（ 1 ）～（ 3）の算定は、同一傷病労働者につき、それぞ

れ3回を限度（頭頚部外傷症候群、頚肩腕症候群等の慢性的な疾

病を主病とする者で現に就労している者については、医師が必要

と認める期間。回数の制限はない。）とします。

注 1 事業主には、人事・労務担当者等傷病労働者の職場復帰に関

する権限を有する者も含みます。

注2 看護職員とは、看護師及び准看護師をいいます。

注3 ソーシャルワーカーとは、社会福祉士又は精神保健福祉士を

いいます。

注4 請求に当たっては、指導管理委等の写しを診療録に添付し明
確にしておく必要があります。
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30 振動障害に係る検査料
振動障害に係る検査料については、健保点数表に定めてありま

せんが、労災保険においては、次により算定することができます。

検 査 項 目

(1）握力（最大握力、瞬発握力）、維持握力

(5回法）を併せて行う検査

(2）維持握力（ 60%法）検査

つまみ力検査

タッピング検査

(3）常温下での手指の皮膚温検査

(4）冷却負荷による手指の皮膚温検査

(5）常温下による爪圧迫検査

(6）冷却負荷による爪圧迫検査

(7）常温下での手指の痛覚検査

(8）冷却負荷による手指の痛覚検査

(9）指先の振動覚（常温下での両手）検査

（ω指先の振動覚（冷却負荷での両手）検査

ω手背等の温覚検査

（ω手背等の冷覚検査

31 文書料

，~ 数

片手、両手にかかわらず60点

片手、両手にかかわらず60点

片手、両手にかかわらず60点

片手、両手にかかわらず60点

1指につき 7点

1指1回につき 7点

1指につき 7点
1指1回につき 7点

1指につき 9点

1指1回につき 9点

1指につき 40点

1指1回につき 40点
1手につき 9点

1手につき 9点

取扱いについては参考 16(71ページ）のとおりです。
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参考
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参考1

非課税医療機関一覧

（平成26年4月1日現在）

1 設立形態により判断できるもの

形 態 根拠条文（※1)

国

地方公共団体 法第2条第5号

日本赤十字社 令第5条第29号イ

社会福祉法人 令第5条第29号ロ

私立学校法による学校法人 令第5条第29号ハ

全国健康保険協会、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康
令第5条第29号ニ

保険組合、国民健康保険団体連合会

国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会 令第5条第29号ホ

地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会 令第5条第29号へ

日本私立学校振興・共済事業団 令第5条第29号ト

社会医療法人 令第5条第29号チ

公益財団法人結核予防会 令第5条第29号リ

公益社団法人等の運営するハンセン病療養所（神山復生病院） 令第5条第29号ヌ

学術の研究を行う公益法人に付随するもの 令第5条第29号ノレ

農業協同組合連合会（所得税法及び法人税法の規定に基づく財務省
令第5条第29号ワ

告示により指定するもの）
（昭和61年1月31日大蔵省
告示第ll号）

2 課税・非課税の別を医療機関に照会し判断するもの（※2)

形 態 根拠条文（※1)

医師会、歯科医師会 令第5条第29号ヲ

看護師等の人材確保の促進に関する法律第14条第1項による指定を受
令第5条第29号カ

けた公益社団法人等

上記以外の公益法人等 令第5条第29号ヨ

（※1）法：法人税法、令：法人税法施行令
（※2）診療月の属する会計年度の前々年度（事業年度が会計年度と異なるときは診療月の属する会計
年度当初において既に確定申告を行った直近の事業年度）の医療保健業について、当該法人等が非
課税医療機関に該当するとじて確定申告を行ったもの
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参考2

初診料の算定例

0：当科における最初の受診目、．：当科における2回目以降の受診日

1 健康保険の初診日と労災保険の初診日が同一日の場合
(1)健康保険が主傷病の場合 (2）労災保険が主傷病の場合

4/1 4/1 

健康保険岬中 二 中

（初診） （初診）

労災保険 B科や ＝ や

初診料 初診料

(1）、（2）ともに労災保険の支給事由発生につき、 B科で初診料（3,760円）が算定できる。

2 労災保険で継続療養中に、新たな労災傷病の初診を他科で行った場合

(1)労災保険の再診日と新たな労災保険の初診日が別の場合

4/1 4/14 

労災保険 B科中

初診料 再診料

労災保険 C科

5/1 

再診料

← 初診料

，業務中に転倒し腔骨骨折
（通院）

砂業務中に転落し脳挫傷

(2）労災保険の再診目と新たな労災保険の初診目が同一日の場合

4/1 4/14 5/1 

労災保険 B科中 、． 業務中に転倒し』霊骨骨折

初診料 再診料 再診料
4/14 

労災保険 C科 業務中に転落し脳挫傷

初診料

(1）、（2）ともに労災保険でB科診療中で、あっても、新たな支給事由が発生した場合は、 C
科で初診料（3,760円）が算定できる。なお、同ーの診療科であっても算定できる。
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3労災保険の初診日に複数科を受診した場合
(1)同ーの災害（傷病が異なる）による場合

4/1 

労災保険洲や

初診料

労災保険 B科中

ただし書初診料

(1）同一日で災害が同じ場合は、ただし書き初診料（1,880円）が算定できる。

(2）別災害による場合

4/1 

労災保険洲中

初診料

労災保険 B科中

初診料

(2）同一日で災害が異なる場合は、いずれの科も初診料（3,760円）が算定できる。
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参考3

重複算定のできない管理料等

再診時療養指導管理料と石綿疾患療養管理料は同月に重複算定できません。
また、それぞれ次表に掲げる各管理料等とも同月に重複算定できません。

区分 名称 区分 名称

BOOO 特定疾患療養管理料 C106 在宅自己導尿指導管理料

BOOl ワイノレス疾患指導料 C107 在宅人工呼吸指導管理料

てんかん指導料 C107 2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

難病外来指導管理料 C108 在宅悪性腫蕩患者指導管理料

皮膚科特定疾患指導管理料 C108 2 在宅悪性腫蕩患者共同指導管理料

心臓ペースメーカー指導管理料 C109 在宅寝たきり患者処置指導管理科

慢性疹痛疾患管理料 C110 在宅自己疹痛管理指導管理料

耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料 CllO 2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料

C002 在宅時医学総合管理料、 C110-3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料

C002 2 特定施設入居時等医学総合管理料 C110 4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料

COlO 在宅患者連携指導料 C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料

ClOO 退院前在宅療養指導管理料 C112 在宅気管切開患者指導管理料

ClOl 在宅自己注射指導管理料 C114 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料

C102 在宅自己腹膜潅流指導管理料 む115 在宅植込型補助人工心臓（拍動流
型）指導管理料

C102-2 在宅血液透析指導管理料 C116 
在宅植込型補助人工心臓（非拍動
流型）指導管理料

C103 在宅酸素療法指導管理料 I002 通院・在宅精神療法

C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料 I004 心身医学療法

C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 その他
「BOOO特定疾患療養管理料」と重

複算定できない指導管理料等
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参考4
健保点数表における第1章第Z部「入院料等』の第1節「入院基本料」lこ示される各種加算の取扱い

欄区分 !. 30倍、 1叫できるもの 叫 点 数 !. 3晴、 1岬できなb、もの ｜健樺点数

般病棟入院基本科 署瞳必要度加算 1 30点 14日以内町期聞の加算 450点

看護必要度加算2 15点 15日以上30日以内の期間の加算 192点

一般清樺看護必要度評価加算 5点救急ー在宅等主瞳病床初期加算（14日限度） 150点

AD  L維持向上等体制加算（14日限度｝ 25点

療養病練λ院基本料揮癒評価実施加耳 目点救急在宅等支援療養病床初郷加算（14日限度）｜｜又はi：~点点

慢性維持透析管制算 附 ｜ 

在宅謹帰揖抱強化加算 時 ｜ 

結綾病棟入院基本料 14日以内の期聞の加算 400点

15日以上30日以内の期聞の加草 300点、

31日以上90回以内の期間の加草 100点

精神病棟入院法本科 重度認知症加算 300点 14日以内の期間の加算 465点

精神保憧福祉士配置加算 30点目日以上30日以内の期聞の加算 250点

31日以上90日以内の期間の加草 125点

目以上町以内の期聞の加算 I 10点

181日以上1年以内の期聞の加算 3点

救急支援精神病樟初期加算（14日醒度） I !Oo>. 

特入定院機基槍本病料院 重度蜘帥算 300点 般病棟間以内の期聞の加算 ｜ 7時

看護必要度加算 1 時一般病棟15日以上回目以内の酬の加算｜ 2時

看護必要度加算2 15点 ADL維持向上等体制加算（14日限度｝ I 25点

結篠病樺叩日以内の期聞の加算 I 3叩点

結構南棟回以上即日以内町期間 ｜ 肌長

精神病棟回以内の期聞の加算 I '°' 
精神病棟日以上回目以内の期聞の加算｜ 2印点

精神南棟31日以上回目以内の期聞の加算｜ 出点

精神病掛川以上180日以内の期聞の加算｜ 叩

精神南揖181日以上1年以内の期聞の加算 15点

専門病院入院基本容 看護必要度加算1 30点 14日以内の期聞の加算 512点

看護必要度加算2 15点 15日以上30民以内の期聞の加算 207点

一般病樟看護必要度評価加首 5点 ADL維持向上等体制加算（14日限度） 25点

陣入富院者基指本紋料等 、 回以内の期聞の加算 I 3同
日以上30日以内の期聞の加草 ｜ 附

在間車晶体制確保加算 15点有床診療所一般病床初期カ噂（ 7日限度iI 1加点

医師配置加揮 1 問点看取り加草 ｜｜又は：：：：点点

医師配置加草 2 曲点 ｜ 

看護配置加算1 40点

入有床院診基療本所料 看護配置加揮2 20点

在問看護配置加算1 80点

在問看護配置加算2 30点

看護補助配置加算1 10点

看護梼助酉E置加算2 5点 i 

栄養管理実施加算 問 ｜ 

宥床診入が院J四折線聾病床 輔評価実施加算 時糊・在宅時醐養病床初期加算（14日鵬）｜ l印点

栄養管理実施加算 12点看取り加算 I 又は：：~：点点
算定方法 （入院基本料＋加算点数） x 1. 3 （入院基本料×1.3) ＋加算点数

（入院基本料＋加算点数｝×101 （入院基本料×1.01）＋加算点数
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参考5

盟主忌記

病 棟 （病 室）

主治医以外の担当者名

傷 病 名
（他に考え得る病名）

傷 病 部 イ立

症 状

入 院 日 及 び
推定される入院期間

f台 療 計 函

検 査 内容及び日程

手術 内容及び日程

入 院 中の注意事項

退院時 に お い て
回復が見込まれる程度

そ の 相也
（看護、リハピロテーション等の計画）

労災治療計画書

盤

平成年月日

注1）傷病名は、現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって、変わり得
るものである。

注2）入院期間は、現時点で予測されるものである。
注3）退院時において回復が見込まれる程度は、現時点で予想されるものである。

民並屋豆盆i l=Q 
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参考6
入院室料加算における地域区分（甲地）

（平成26年4月1日現在）

都道府県 士也 域 区 分

宮城県 仙台市

茨城県 取手市、つくば市、水戸市、土浦市、守谷市、目立
市、古河市、牛久市、ひたちなか市、石岡市、那珂
市、東海村、阿見町

栃木県 宇都宮市

埼玉県 和光市、さいたま市、志木市、鶴ヶ島市、川｜越市、
川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山
市、越谷市、戸田市、入間市、朝霞市、一郷市、羽
生市、鳩ヶ谷市、蕨市、富士見市、新座市、三芳町、
狭山市

千葉県 成田市、印西市、船橋市、浦安市、袖ヶ浦市、千葉
市、市川市、松戸市、富津市、四街道市、茂原市、
佐倉市、柏市、市原市、白井市、習志野市、我孫子
市、鎌ヶ谷市、八千代市、長柄町、長南町、木更津
市、君津市

東京都 特別区、武蔵野市、町田市、国分寺市、国立市、福
生市、狛江市、清瀬市、多摩市、稲城市、西東京市、
八王子市、立川市、府中市、昭島市、調布市、小平
市、日野市、三鷹市、青梅市、東村山市、あきる野
市、羽村市、日の出町、槍原村、東久留米市、小金
井市、奥多摩町

神奈川県 鎌倉市、厚木市、横浜市、川崎市、海老名市、横須
賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、相模原市、大和市、平塚

市、秦野市、三浦郡葉山町、愛川町、座間市、綾瀬
市、伊勢原市、逗子市、清川村、寒川町、山北町

山梨県 甲府市

静岡県 静岡市、沼津市、御殿場市
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都道府県 地 域 区 分

愛知県 名古屋市、刈谷市、豊田市、豊明市、瀬戸市、碧南
市、西尾市、大府市、知多市、尾張旭市、長久手
町

二重県 鈴鹿市、津市、四日市市

滋賀県 大津市、草津市、守山市、栗東市

京都府 京都市、宇治市、亀岡市、京田辺市、南丹市、久御
山町、八幡市、城陽市、宇治田原町

大阪府 大阪市、守口市、門真市、吹田市、高槻市、寝屋川
市、箕面市、高石市、豊中市、池田市、枚方市、茨
木市、八尾市、河内長野市、和泉市、羽曳野市、藤
井寺市、堺市、東大阪市、岸和田市、泉大津市、貝
塚市、泉佐野市、富田林市、島本町、摂津市、松原
市、大阪狭山市、豊能町

兵庫県 芦屋市、西宮市、宝塚市、神戸市、尼崎市、伊丹市、
＝田市、猪名川町、 J11西市

奈 良県 天理市、奈良市、大和郡山市、大和高田市、橿原市、
御所市

広島県 広島市、府中町

福岡県 福岡市
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参考7

運動器リJ、ビリテーシヨン料の算定一覧

運動器リハにおけるADL加算の算定

施設基準

運動器リハ（ I)

運動器リハ（II)

リノ、ピリの実施状況

＼ 院

、院外 i
、院

、院外

ノ 院

ノ 院 外

ノ 院

ノ 院 外
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参考8

イ

(I ) 

ロ

イ

(II) 

ロ

イ

(III) 

ロ

脳血管疾患等リJ、ピリテーション料の算定一覧

健康保険

ロ以外の場合

廃用症候群の場合

ロ以外の場合

廃用症候群の場合

ロ以外の場合

廃用症候群の場合

245，長

1 8 0点

2 0 0点

146点

1 0 0点；

77点

。
。
仁〉

(I) 

(II) 

(III) 

労災保険

2 5 0点

2 0 0点

1 0 O，長

※ 健保点数表の脳血管疾患等リハビリテーション料の廃用症候群については区別せず、
脳血管疾患リハビリテーション料（ I ）～（III）として算定します。
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参考9

労災リハビリテーシヨン評価計画書

患者氏名・ 男・女 生年月日（西暦） 年 月 日

原因疾患

［心大血管疾患・脳血管疾患等・運動器・呼吸器 （該当するものにOをして下さい）］

リハビリテーション起算日（発症目、手術目、急性増悪の目、治療開始日）

年 月 日

現在の評価及び前回評価計画書作成田（ 年 月 日）からの改善・変化等

治療目標等
( 1)標準的算定回数を超えて行うべき医学的所見（必要性・医学的効果等）

( 2）目標到達予想時期 年 月頃

( 3）その他特記事項

評価計画書作成田 年 月 日

医療機関名 医師

＠ 
注前回評価計画書作成田からの改善・変化等の記載については、初回評価計画書作成田においては不要

であること。
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参考10

労災リハピ、リテーション実施計画書

愚者氏名｜ 男・女 ｜ 年生（ 歳） 計画評価実施日 年月 日

リハ担当医｜ 円 ｜ loT ST 

原因疾患（発症・受傷日） ロu E・コントロ Jレ 圧，心疾患，相毘柄寺J

評価項目・内容（コロン（：）の後に具体的内容を記入）

口口口認意中枢識知症性障害麻：捧:(3-3-9: 
口失行・失認

化、•' ロ音声・発話障害（口構音障害，口失語症種類

身 （ステージ・グレード）右左上上肢肢： 右手指・
右左下下肢肢：

機 左手指： 口摂食機能障障害害： 
能 ロ筋力低下（部位， MMT: 口ロ排拘縮池機：能 ： 

構 基立位保持（装具 ） 口手放し，口つかまり，口不可
口ロ起梶癒立性低血圧造 本平行棒内歩行（装具 ｝ 口独立，口一部介助，口非実施

動 訓練室内歩行（装具 ） 口独立，ロ一部介助，口非実施
作

日常生活（病棟）実行状況「している“活動”」 訓練時能力。「できる“活動”」

回監全非

AD~SL等自＼立＼度 独監全非 姿 勢

部介実使杖用・装用具具介姿助勢内・実容行場等所 部介実使用用具場介所助内（訓容練等室・病棟等）介 杖・装具
立視助助施 立視助助施 等

屋病病樺棟外トト歩イイレレ行へへのの歩車行椅子駆動 ー．． ・・・ ． ・．．．． ・．．．．

ドー ト剖ト】一

－・．．．．・・・・・・・・，

活
動 トー

ト一一

装具・靴の着脱
入浴

コミュニケ ション

活動度日中臥床口無椅子，口，有（時間帯・ 理由
日中座位口 口車椅子，ロベッド上，ロキ．ヤッチ7ッ7°

職ここれれ業まま（口でで7望無のの職職通口種勤，ロ現方・業病職法種欠復。・中帰仕，事口内ロ休容転職職中， 口発症後退職， ロ退職予定）
社会参加（内容・頻度等，発症前状況を含む。）

参 復職希望 現職復 口その他
力日

経済状況ー

復住職事内口容現の職変復更帰口口無転職口有口不可 口その他 本人の布量

通勤方法の変更口無口有
目 職場復帰に向けた目標
標 家族の希望

方
リハビリテ ション終了の目安・時期

針

止ご｜本人家族への説明 年 月 日｜本人サイン｜ 匪E 巨E
（記入上の留意点）
1『評価項目・内容jのf参加j欄の「これまでの職種・業種ー仕事内容j、『これまでの通勤方法Jr賓聴希望Jを記入すること，
2『目標』欄には、傷病労働者のこれまでの仕事内容、これまでの通勤方法、復職希望等を踏まえ、仕事内容及び通勤方法の聖更の必要性を判断し、
『職場復帰に向けた目標jを設定の上、記入すること。
3「具体的アプローチj欄には、傷病労働者の「職場復帰に向けた目標jを踏まえ、業務内容通勤方法等を考慮したアプローチ（キーボードの打瞳や
パスへの乗車等｝を記入すること．
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参考11 四肢に対する特例取扱い（1.5倍・2倍）の点数一覧表

処置

ア IJOOO

JOOl 

創傷処置（lOOcnl未満）

創傷処置（lOOcnl以上500cnl未満）

創傷処置（500cnl以上3,000cnl未満）

創傷処置（3,000cnl以上6,000cnl未満）

1創傷処置 6, COOcnl以上）

調傷処置（lOCcnl未満）

熱傷処置（lOOcnl以上500cnl未満）

熱傷処置（500cnl以上3,OOOcnl未満）

熱傷処置（3,000cnl以上6,000cnl未満）

熱傷処置（6,OOOcnl以上）

JOOl-4 ｜重度祷清処置（lOOcnl未満）

重度祷清処置（lOOcnl以上500cnl未満）

重度祷癒処置（500cnl以上3,000cnl未満）

重度祷癒処置（3,OOOcnl以上6,000cnl未満）

｜重度祷癒処置（6,OOOcnl以上）

JOOl-7 l爪甲除去（麻酔を要しないもの）

JOOl-8 ｜穿刺排膿後薬液注入

J002 ｜ドレーン法（ドレナージ） （持続的吸引）

J053 

｜下~五1ドレナージ） （その他）

岐膚科軟膏処置（lOOcnl以上500cnl未満）

波膚科軟膏処置（500cnl以上3,000cnl未満）

｜皮膚科軟膏処置（3,000cnl以上6,OOOcnl未満）

｜皮膚科軟膏処置（6,OOOcnl以上）

イ IJ116 ｜関節穿刺（片側）

]116-2 ｜粘（滑）液嚢穿刺注入（片側）

]116-3 ｜ガングリオン穿刺術

]116-4 ｜ガングリオン圧砕法

J119 ｜消炎鎮痛等処置（湿布処置）

ウ IJOOl-2 ｜粋創膏固定術

IOOl-3 鎖骨又は肋骨骨折固定術

J054 1皮膚科光線療法（赤外線又は紫外線療法）

J117 

J118 

！皮膚科光線療法（長波紫外線又は中波紫外線療法）

｜皮膚科光線療法（中波紫外線療法）

｜銅線等による直達牽引（ 2日目以降）

介達牽引

]118-2 ｜矯正固定

]118-3 ｜変形機械矯正術

]119 国竺墾璽等処置（マッサージ等の手技による療法）

｜消炎鎮痛等処置（器具等による療法）

J119 3 ｜低出力レーザー照射
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健保点数｜×1.5 

fす
×2.0 

90 

110 

85 I 128 I 110 

155 I 233 I 310 
210 I 405 I 540 
135 I 203 I 210 

141 I 221 I 294 

225 I 338 I 450 
420 I 630 I 840 

1, 250 I 1. 875 I 2. 500 
go I 135 I 180 

98 I 141 I 196 

150 I 225 I 300 

280 I 420 I 560 

500 I 150 I 1. ooo 
45 I 68 I 90 

45 I 68 ~ 90 

50 I 15 I 100 

25 I 3s I 5o 

55 I s3 I 110 

85 I 128 I 110 

155 I 233 I 310 

210 I 405 I 540 

100 I 150 I 200 
80 I 120 I 160 

80 I 120 I 160 

80 I 120 I 160 
35 I 53 I 10 

500 I 150 I~ 
500 I 150レ／
45 I 68し／／
150 I 225レ／／
340 I 510 し~.
50 I 15 I~ 
35 I 53レ／
35 I 53レ／
35 I 53レ／／
35 I 53 I~ 
35 I 53レ／
35 I 53 I~ 



手術ー，..
×1. 5 ×2 0 

ニE KOOO 創傷処理（筋肉、臓器に達する） （長径5皿未満） 1,250 1, 875 2,500 

創傷処理（筋肉、臓器に達する） （長径5cm以上！Ocm未満） 1, 680 2, 520 3,360 

創傷処理（筋肉、臓器に達する） （長径！Ocm以上） 2,000 3,000 4,000 

創傷処理（筋肉、臓器に達しない） （長径5佃未満） 470 705 940 

創傷処理（筋肉、臓器に達しない） （長径5cm以上！Ocm未満） 850 1,275 1, 700 

創傷処理（筋肉、臓器に達しない） （長径!Ocm以上） 1,320 l, 980 2,640 

オ KOO! 皮膚切開術（長径！Ocm未満） 470 705 940 

皮膚切開術（長径！Ocm以上20cm未満） 820 l, 230 1,640 

皮膚切開術（長径20c皿以上） 1,470 2,205 2,940 

こに K002 デブリード7 ン（!OOcnl未満） 1,020 l, 530 2,040 

デプリード7 ン（！OOcnl以上3,000cnl未満） 2,990 4,485 5,980 

デブリードマン（3,000cnl以上） 7,600 11. 400 15,200 

カ K023 筋膜切離術、筋膜切開術 840 1,260 l, 680 

K024 筋切離術 3,080 4,620 6, 160 

K025 股関節内転筋切離術 4,410 6, 615 ／／  

K026 股関節筋群解離術 12, 140 18,210 ／／  

K026 2 股関節周囲筋臆解離術（変形性股関節症） 16, 700 25,050 ／／  

K027 筋炎手術（腸腰筋、殿筋、大腿筋） 2, 060 3,090 ／／  

筋炎手術（その他の筋） 1,210 l, 815 2,420 

K028 臆鞘切開術（関節鏡下によるものを含む） 2,050 3,075 4, 100 

K029 筋肉内異物摘出術 2,840 4,260 5,680 

K030 四肢・躯幹軟部臆蕩摘出術（肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹） 7,390 11, 085 メ／

四肢・躯幹軟部腫蕩摘出術（手、足） 3, 750 5,625 7,500 

K031 四肢・躯幹軟部悪性腫蕩手術（肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹） 20,620 30,930 ／／  

四肢・躯幹軟部悪性腫蕩手術（手、足） 12,870 19,305 25, 740 

K033 筋膜移植術（指（手、足）） 7,890 11, 835 15, 780 

筋膜移植術（その他） 10, 310 15, 465 20,620 

K034 臆切離・切除術（関節鏡下によるものを含む） 4,290 6,435 8, 580 

K035 臆罰l離術（関節鏡下によるものを含む） 11, 430 17, 145 22,860 

K035-2 臆滑膜切除術 7,550 11, 325 15, 100 
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手術, ＇・4

×1. 5 X2. 0 

K037 臆縫合術 11, 320 16, 980 22,640 

K037 2 アキレス健断裂手術 8, 710 13,065 ／／  

K038 臆延長術 10, 750 16, 125 21,500 

K039 腫移植術（人工縫形成術を含む） （指（手、足）） 13, 610 20,415 27,220 

臆移植術（人工臆形成術を含む） （その他） 18,080 27, 120 36, 160 

K040 臆移行術（指（手、足）） i3,610 20,415 27,220 

腫移行術（その他） 18,080 27, 120 36, 160 

K040 2 指伸筋臆脱臼観血的整復術 13, 610 20,415 27,220 

K042 骨穿孔術 1, 730 2,595 3,460 

K043 骨掻腿術（肩甲骨、上腕、大腿） 11, 150 16, 725 ／／  

骨掻腿術（前腕、下腿） 6, 700 10,050 ／／  

骨掻腿術（鎖骨、膝蓋骨、手、足その他） 3,590 5,385 7, 180 
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手術.... 
×1 5 X2 0 

K043 2 骨関節結核痩孔摘出術（肩甲骨、上腕、大腿） 11, 150 16, 725 ／／  

骨関節結核痩孔摘出術（前腕、下腿） 6, 700 10,050 ／／  

骨関節結核凄孔摘出術（鎖骨、膝蓋骨、手、足その他） 3, 590 5,385 7, 180 

K043 3 骨髄炎手術（骨結核手術を含む） （肩甲骨、上腕、大腿） 11, 150 16, 725 ／／  

骨髄炎手術（骨結核手術を含む） （前腕、下腿） 6, 700 10,050 ／／  

骨髄炎手術（骨結核手術を含む） （鎖骨、膝蓋骨、手、足その他） 3,590 5,385 7, 180 

K044 骨折非観血的整復術（肩甲骨、上腕、大腿） !, 600 2,400 ／／  

骨折非観血的整復術（前腕、下腿） !, 780 2,670 ／ ／  

骨折非観血的整復術（鎖骨、膝蓋骨、手、足その他） !, 440 2, 160 2,880 

K045 骨折経皮的銅線刺入間定術（肩甲骨、上腕、大腿） 7,060 l〔）， 590 ／／  

骨折経皮的鋼線刺入固定術（前腕、下腿） 4, 100 6, 150 ／／  

骨折経皮的銅線刺入固定術（鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他） 1,660 2,490 3,320 

K046 骨折観血的手術（肩甲骨、上腕、大腿） 18,810 28,215 ／／  

骨折観血的手術（前腕、下腿、手舟状骨） 14, 810 22,215 29,620 

骨折観血的手術（鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く）、足、指（手、足｝その他） 9,480 14,220 18,960 

K046 2 観血的整復画定術（インプラント周囲骨折に対するもの） （肩甲骨、上腕、大腿） 21, 710 32,565 ／／  

観血的整復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの） （前腕、下腿） 17, 090 25,635 ／／  

観血的整復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの） （手、足、指（字、足）） 10,940 16, 410 21,880 

K047 難治性骨折電磁波電気治療法（一連につき） 12,500 18, 750 25,000 

K047 2 難治性骨折超音波治療法（一連につき） 12,500 18, 750 25,000 

K047-3 超音波骨折治療法（一連につき） 4,620 6,930 9,240 

K048 骨内異物（掃入物を含む）除去術（頭葉、顔面（複数切開を要するもの）） 12, 100 ／ ／  ／／  

骨内異物（挿入物を吉む）除去術（その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿） 7,870 11, 805 ／／  

骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕、下腿） 5,200 7,800 ／／  

骨内異物（挿入物を吉む）除去術（鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他） 3, 620 5,430 7,240 

K049 骨部分切除術（肩甲骨、上腕、大腿） 5,900 8,850 ／／  

骨部分切除術（前腕、下腿） 4, 410 6,615 ／／  

骨部分切除術（鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他） 3, 280 4,920 6,560 

K050 腐骨摘出術（肩甲骨、上腕、大腿） 14,960 22,440 ／／  

腐骨摘出術（前腕、下腿） 10, 430 15,645 ／／  
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手術. ＂ー
ロ ×1 5 X2.0 

腐骨摘出術（鎖骨、膝蓋骨、手、足その他） 3,420 5, 130 6,840 

K051 骨全摘術（肩甲骨、上腕、大腿） 27,890 41, 835 ／／  

骨全摘術（前腕、下腿） 13,050 19, 575 ／／  

骨全摘術（鎖骨、膝蓋骨、手、足その他） 5, 160 7, 740 10,320 

K051 2 中手骨又は中足骨摘除術（2本以上） 5, 160 7, 740 10,320 

K052 骨腫蕩切除術（肩甲骨、上腕、大腿） 17,410 26, 115 ／ ／  

骨麗蕩切除術（前腕、下腿） 9,370 14, 055 ／／  

骨腫蕩切除術（鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他） 4,340 6, 510 8,680 

K052 2 多発性軟骨性外骨腫摘出術（肩甲骨、上腕、大腿） 17,410 26, 115 ／／  

多発性軟骨性外骨腫摘出術（前腕、下腿） 9,370 14, 055 ／ ／  

多発性軟骨性外骨鰻摘出術（鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他） 4,340 6,510 8,680 

K052-3 多発性骨腫摘出術（肩甲骨、上腕、大腿） 17,410 26, 115 ／／  

多発性骨腫摘出術（前腕、下腿） 9,370 14, 055 

多発性骨腫摘出術（鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他） 4,340 6, 510 8,680 
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手術
Xl. 5 ×2.0 

K053 骨悪准I重蕩手術（肩甲骨、上腕、大腿） 32,550 48,825 ／／  

骨悪性廃蕩手術（前腕、下腿） 26,260 39, 390 ／／  

骨悪性腫蕩手術（鎖骨、膝蓋骨、手、足その他） 18,810 28,215 37,620 

K054 骨切り術（肩甲骨、上腕、大腿） 28,210 42, 315 ／ ／  

骨切り術（前腕、下腿） 20,620 30,930 

骨切り術（鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他） 7,930 11, 895 15,860 

K055-2 大腿骨頭回転骨切り術 44,070 66, 105 

K055 3 大腿骨近位部（転子間を含む）骨切り術 37,570 56,355 ／／  

K056 偽関節手術（肩甲骨、上腕、大腿） 28,210 42, 315 ／ ／  

偽関節手術（前腕、下腿、手舟状骨） 26, 030 39,045 52,060 

偽関節手術〈鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く）、足、指（手、足）その他） 14,500 21, 750 29,000 

K056-2 難治性感染性偽関節手術（創外固定器によるもの） 48,820 73,230 97,640 

K057 変形治癒骨折矯正手術（肩甲骨、上腕、大腿） 31,270 46,905 

変形治癒骨折矯正手術（前腕、下腿） 27,550 41, 325 ／／  

変形治癒骨折矯正手術（鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他） 15, 770 23,655 31,540 

K058 骨長調整手術（骨端軟骨発育抑制術） 16,340 24,510 32, 680 

骨長調整手術（骨短縮術） 14,960 22,440 29,920 

骨長調整手術（骨延長術） （指（手、足）） 16,390 24,585 32, 780 

骨長調整手術（骨延長術） （指（手、足）以外） 26, 700 40,050 53,400 

K059 骨移植術（軟骨移植術を含む） （自家骨移植） 14,030 21,045 28,060 

骨移植術（軟骨移植術を含む） （同種骨移植（生体）） 20, 770 31, 155 41,540 

骨移植術（軟骨移植術を含む） （同穏骨移植（非生体）） 18,300 27,450 36,600 

自家培養軟骨移植術 14,030 21, 045 28,060 

K059 2 関節鏡下自家骨軟骨移植術 16, 190 24,285 32,380 

K060 関節切開術（肩、股、膝） 3,600 5,400 ／ ／  

関節切開術（胸鎖、肘、手、足） 1,280 1,920 2,560 

関節切開術（肩鎖、指（手、足）） 680 1,020 1,360 

K060 2 肩甲関節周囲沈着石灰摘出術 3,600 5,400 ／／  

K060 3 化膿性又は結核性関節炎掻腿繍（肩、股、膝） 20,020 30,030 ／／  

化膿性又は結核性関節炎掻腿術（胸鎖、肘、手、足） 13, 130 19,695 26,260 
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手術. ＇・，

×1. 5 X2. 0 

化膿性文は結核性関節炎掻問術（肩鎖、指（手、足）） 3,330 4,995 6,660 

K061 関節脱臼非観血的整復術（肩、股、膝） 1,500 2,250 ／／  

関節脱臼非観血的整復術（胸鎖、 H寸、手、足） 1,300 1,950 2,600 

関節脱臼非観血的整復術（肩鎖、指（手、足）、小児肘内障） 800 1,200 1,600 

K062 先天性股関節脱臼非観血的整復術（両側） （リーメンビューゲノレ法） 2,050 3, 075 ／／  

先天性股関節脱臼非観血的整復術（両側） （その他） 2, 950 4,425 ／／  

K063 関節脱臼観血的整復術（肩、股、膝） 28,210 42,315 ／／  

関節脱臼観血的整復術（胸鎖、肘、手、足） 18,810 28,215 37,620 

関節脱臼観血的整復術（肩鎖、指（手、足）） 15,080 22,620 30, 160 

K064 先天性股関節脱臼観血的整復術 21, 130 31,695 

K065 関節内異物（挿入物を含む）除去術（肩、股、膝） 12,430 18,645 ／／  

関節内異物（挿入物を含む）除去術（胸鎖、肘、手、足） 4,600 6,900 9,200 

関節内異物（挿入物を含む）除去術（肩鎖、指（手、足）） 2,950 4,425 5,900 
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手術ー，．．

XL 5 X2. 0 

K065-2 関節鏡下関節内異物（挿入物を含む）除去術（肩、股、膝） 13,950 20, 925 ／／  

関節鏡下関節内異物（掃入物を含む）除去術（胸鎖、肘、手、足） 12, 300 18, 450 24,600 

関節鏡下関節内異物（挿入物を含む）除去術（肩鎖、指（手、足）） 7,930 11, 895 15,860 

K066 関節滑膜切除術（肩、股、膝） 17, 750 26,625 ／／  

関節1骨膜切除術（胸鎖、肘、手、足） 11, 200 16, 800 22,400 

関節滑膜切除術（肩鎖、指（手、足）） 7,930 11, 895 15,860 

K066-2 関節鏡下関節滑膜切除術（肩、股、膝） 17, 610 26,415 ／／  

関節鏡下関節滑膜切除術（胸鎖、肘、手、足） 17,030 25,545 34,060 

関節鏡下関節滑膜切除術（肩鎖、指（手、足）） 16,060 24,090 32, 120 

K066 3 滑液膜摘出術（肩、股、膝） 17, 750 26, 625 ／／  

滑液膜摘出術（胸鎖、肘、手、足） 11, 200 16,800 22,400 

滑液膜摘出術（肩鎖、指（手、足）） 7,930 11, 895 15,860 

K066 4 関節鏡下滑液膜摘出術（肩、股、膝） 17,610 26,415 ／／  

関節鏡下滑液膜摘出術 α旬鎖、肘、手、足） 17,030 25,545 34,060 

関節鏡下滑液膜摘出術（肩鎖、指（手、足）） 16,060 24,090 32, 120 

K066-5 膝蓋骨滑液嚢切除術 11. 200 16, 800 ／／  

K066“6 関節鏡下膝蓋骨滑液嚢切除術 17,030 25,545 ／／  

K066-7 掌指関節滑膜切除術 7,930 11, 895 15,860 

K066 8 関節鏡下掌指関節滑膜切除術 16, 060 24,090 32, 120 

K067 関節鼠摘出手術（肩、股、膝） 13,000 19,500 ／／  

関節鼠摘出手術（胸鎖、肘、手、足） 10,580 15,870 21, 160 

関節鼠摘出手術（肩鎖、指（手、足）） 3,970 5,955 7,940 

K067-2 関節鏡下関節鼠摘出手術（肩、股、膝） 17, 780 26,670 ／／  

関節鏡下関節鼠摘出手術（胸鎖、肘、手、足） 19, 100 28,650 38,200 

関節鏡下関節鼠摘出手術（肩鎖、指（手、足）） 12,000 18,000 24,000 

K068 半月板切除術 9,200 13,800 ／／  

K068-2 関節鏡下半月板切除術 15,090 22,635 ／／  

K069 半月板縫合術 11, 200 16,800 ／／  

K069 2 関節鏡下＝角線維軟骨複合体切除・縫合術 15,210 22,815 30,420 

K069 3 関節鏡下半月板縫合術 18, 810 28,215 ／／  
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手術
×I 5 X2.0 

K070 ガングリオン摘出術（手、足、指（手、足）） 3,050 4, 575 6, 100 

ガングリオン摘出術（その他） （ヒグローム摘出術を含む） 3, 190 4, 785 6,380 

K072 関節切除術（肩、股、膝） 19,270 28,905 ／／  

関節切除術（胸鎖、肘、手、足） 16,070 24,105 32, 140 

関節切除術（肩鎖、指（手、足）） 5,670 8, 505 11, 340 

K073 関節内骨折観血的手術（肩、股、膝、監） 20, 760 31, 140 ／／  

関節内骨折観血的手術（胸鎖、併、手、足） 17, 070 25,605 34, 140 

関節内骨折観血的手術（肩鎖、指（手、足）） 10,370 15,555 20, 740 

K073 2 関節鏡下関節内骨折観血的手術（肩、股、膝） 25,200 37,800 ／／  

関節鏡下関節内骨折観血的手術（胸鎖、肘、手、足） 18,910 28,365 37,820 

関節鏡下関節内骨折観血的手術 （肩鎖、指（手、足）） 11, 970 17,955 23,940 

K074 靭帯断裂縫合術（十字靭帯） 17,070 25, 605 ／／  

靭帯断裂縫合術（膝側副靭帯） 16, 560 24,840 ／／  

靭帯断裂縫合術（指（手、足）その他の靭帯） 7,600 11, 400 15,200 
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手術ー .，・・

×1 5 ×2 0 

K074 2 関節鏡下靭帯断裂縫合術（十字靭帯） 21,970 32,955 ／／  

関節鏡下靭帯断裂縫合術（膝側副靭帯） 16,510 24, 765 ／／  

関節鏡下靭帯断裂縫合術（指（手、足）その他の靭帯） 15, 720 23,580 31, 440 

K075 非観血的関節授動術（肩、股、膝） 1,320 l, 980 ／／  

非観血的関節授動術（胸鎖、肘、手、足） l, 260 1,890 2,520 

非観血的関節授動術（肩鎖、指（手、足）） 490 735 980 

K076 観血的関節授動術（肩、股、膝） 38,890 58,335 ／／  

観血的関節授動術（胸鎖、肘、手、足） 28,210 42,315 56, 420 

観血的関節授動術（肩鎖、指（手、足）） 8,460 12, 690 16,920 

K077 観血的関節制動術（肩、股、膝） 27,380 41,070 ／／  

観血的関節制動怖（胸鎖、肘、手、足） 15,560 23,340 31, 120 

観血的関節制動術（肩鎖、指（手、足）） 5,550 8,325 11, 100 

K078 観血的関節闘定術（肩、股、膝） 21, 640 32,460 ／／  

観血的関節回定術（胸鎖、肘、手、足） 18,590 27,885 37, 180 

観血的関節固定術（肩鎖、指（手、足）） 7,200 10,800 14,400 

K079 靭帯断裂形成手術（十字靭帯） 28,210 42,315 ／／  

靭帯断裂形成手術（膝側副靭帯） 18, 810 28,215 ／／  

靭帯断裂形成手術（指（手、足）その他の靭帯） 16,350 24,525 32, 700 

K079-2 関節鏡下靭帯断裂形成手術（十字靭帯） 34,980 52,470 ／／  

関節鏡下靭帯断裂形成手術（膝側副靭帯） 17,280 25, 920 ／／  

関節鏡下靭幣断裂形成手術（指（手、足）その他の靭帯） 16,390 24,585 32, 780 

関節鏡下靭帯断裂形成手術（内側膝蓮大腿靭帯） 17,550 26, 325 ／／  

K080 関節形成手術（肩、股、膝） 45, 720 68,580 

関節形成手術（胸鎖、肘、手、足） 28,210 42,315 56,420 

関節形成手術（肩鎖、指（手、足）） 13, 740 20,610 27,480 

K080-2 内反足手術 25,930 38, 895 ／／  

KOSO 3 肩臆板断裂手術（簡単なもの） 18, 700 28,050 ／ ／  

肩腿板断裂手術（複雑なもの） 24, 310 36, 465 ／／  

K080-4 関節鏡下肩腿板断裂手術（簡単なもの） 27,040 40,560 ／／  

関節鏡下肩臆板断裂手術（複雑なもの） 35, 150 52, 725 ／／  
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手術.... 
×1 5 ×2 0 

K080 5 関節鏡下肩関節唇形成術 32, 160 48, 240 ／／  

K081 人工骨頭挿入術（肩、股） 19, 500 29,250 ／／  

人工骨頭挿入術（肘、手、足） 18,810 28, 215 37,620 

人工骨頭挿入術（指（手、足）） 9,070 13, 605 18, 140 

K082 人工関節置換術（肩、股、膝） 37, 690 56,535 ／／  

人工関節置換術（胸鎖、肘、手、足） 28, 210 42,315 56,420 

人工関節置換術（肩鎖、指（手、足）） 13, 310 19, 965 26, 620 

K082 2 人工関節抜去術（肩、股、膝） 30,230 45,345 

人工関節抜去術（胸鎖、肘、手、足） 20,620 30,930 41,240 

人工関節抜去術（肩鎖、指（手、足）） 13,950 20,925 27,900 

K082 3 人工関節再置換術（肩、股、膝） 54,810 82, 215 ／／  

人工関節再置換術（胸鎖、肘、手、足） 34, 190 51, 285 68,380 

人工関節再置換術（肩鎖、指（手、足）） 19,940 29,910 39,880 

K083 
鋼輯等による底遺牽引（初日。観血的に行った場合の手技料を含む．） ( 1局所につき） 2,510 3, 765 5,020 

K083 2 内反足足板挺子固定 2,030 3,045 

K084 四肢切断術（肩甲帯） 36,500 54, 750 ／ ／  

四肢切断術（上腕、前腕、手、大腿、下腿、足） 24,320 36,480 48,640 

四肢切断術（指（手、足）） 3,330 4,995 6,660 

K084-2 肩甲帯隊断術 36,500 54,750 ／ ／  

K085 四肢関節離断術（肩、股、膝） 26,030 39,045 ／／  

四肢関節離断術（肘、手、足） 11, 360 17,040 22, 720 

四肢関節離断術（指（手、足）） 3,330 4,995 6,660 

K086 断端形成術（軟部形成のみ） （指（手、足）） 2, 770 4, 155 5,540 

断端形成術（軟部形成のみ） （その他） 3,300 4,950 6,600 

K087 断端形成術（骨形成を要する） （指（手、足）） 7,410 11, 115 14,820 

断端形成術（骨形成を要する） （その｛也） 10,630 15, 945 21,260 

K088 切断四肢再接合術（四肢） 144,680 217,020 289,360 

切断四肢再接合術（指（手、足）） 81,900 122,850 163,800 

K089 爪甲除去術 640 960 1,280 
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手術ー，..
×1.5 ×2.0 

K090 ひょう痘手術（軟部組織） 990 l, 485 l, 980 

ひょう痘手術（骨、関節） 1,280 1,920 2,560 

K090-2 風椋手術 990 l, 485 1,980 

K091 陥入爪手術（簡単なもの） 1,400 2, 100 2,800 

陥入爪手術（爪床爪母の形成を伴う複雑なもの） 2,490 3, 735 4,980 

K093 手根管開放手術 4, 110 6, 165 8,220 

K093 2 関節鏡下手根管開放手術 10,400 15,600 20,800 

K094 足三関節固定（ランプリヌディ）手術 25,350 38,025 ／／  

K096 手掌、足底臆膜切離・切除術（鏡視下によるもの） 4,340 6,510 8,680 

K096 手掌、足底臆膜切離・切除術（その他） 2, 750 4, 125 5,500 

K096 2 体外衝撃波疹痛治療術 5,000 7,500 10,000 

K097 手掌、足底異物摘出術 3, 190 4, 785 6,380 

K098 手掌屈筋臆縫合術 11, 090 16,635 22, 180 

K099 指癒痕拘縮手術 6,880 10, 320 13, 760 

K099 2 デュプイトレン拘縮手術（ 1指） 10,430 15, 6_45 20,860 

デュプイトレン拘縮手術（ 2指から 3指） 22,480 33, 720 44,960 

デュプイトレン拘縮手術（4指以上） 29, 740 44,610 59,480 

KlOO 多指症手術（軟部形成のみのもの） 2,640 3,960 5, 280 

多指症手術（骨関節、鍵の形成を要するもの） 13,250 19,875 26,500 

K!Ol 合指症手術（軟部形成のみのもの） 7, 320 10,980 14,640 

合指症手術（骨関節、健の形成を要するもの） 13,910 20,865 27,820 

K!Ol 2 指癒着症手術（軟部形成のみのもの） 7,320 10,980 14,640 

指癒着症手術（骨関節、騰の形成を要するもの） 13,910 20,865 27,820 

K102 巨指症手術（軟部形成のみのもの） 8,330 12,495 16,660 

巨指症手術（骨関節、臆の形成を要するもの） 15,390 23,085 30, 780 

K103 屈指症手術、斜指症手術（軟部形成のみのもの） 11, 510 17, 265 23,020 

屈指症手術、斜指症手術（骨関節、臆の形成を要するもの） 15,390 23,085 30, 780 

K105 裂手、裂足手術 25,350 38,025 50, 700 

K106 母指化手術 32,370 48,555 64, 740 

K107 指移植手術 95, 630 143,445 191,260 
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手術
x 1. 5 X2. 0 

K108 母指対立再建術 16,650 24,975 33,300 

K109 神経血管柄付植皮術（手・足） 40,460 60,690 80,920 

KllO 第四足指短縮症手術 10, 790 16, 185 ／／  

Kll0-2 第一足指外反症矯正手術 10, 790 16, 185 ／／  

K112 腸骨寵膿蕩切開術 4,670 ／／  ／／  

K113 腸骨窺膿蕩掻腿術 11, 600 ／／  ／／  

K116 脊椎、骨盤骨掻腿術 15,610 ／／  ／／  

K117 脊椎脱臼非観血的整復術 2,570 ／／  ／／  

K117-2 頚椎非観血的整復術 2,570 ／／  ／／  

K117 3 椎間板ヘルニア徒手整復術 2,570 ／／  ／／  

K118 脊椎、骨盤脱臼観血的手術 28,210 ／／  ／／  

K119 仙腸関節脱臼観血的手術 24,320 ／／  ／／  

K120 恥骨結合離開観血的手術 7,890 ／ ／  ／／  

K120 2 恥骨結合離開非観血的整復固定術 1,580 ／／  ／／  

K121 骨盤骨折非観血的整復術 2,570 ／／  ／／  

Kl24 腸骨翼骨折観血的手術 15, 760 ／／  ／／  

K125 骨盤骨折観血的手術（腸骨翼骨折を除く） 29, 190 ／／  ／／  

K!26 脊椎、骨盤骨（軟骨）組織採取術（試験切除） （練突起、腸骨翼） 3, 150 ／／  ／／  

脊椎、骨盤骨（軟骨）組織採取術（試験切除） （その他） 4,510 ／／  ／ ／  

Kl26-2 自家培養軟骨組織採取術 4,510 6, 765 9,020 

Kl28 脊椎、骨盤内異物（挿入物）除去術 12, 770 ／／  ／／  

K!3!-2 内視鏡下椎弓切除術 15, 730 ／／  ／／  

Kl33 黄色靭帯骨化症手術 28, 730 ／ ／  ／／  

K134 椎間板摘出術（前方摘出術） 34, 810 ／／  ／ ／  

椎間板摘出術（後方摘出術） 23,520 ／／  ／ ／  

椎間板摘出術（側方摘出術） 28, 210 ／／  ／／  

椎間板摘出術（経皮的髄核摘出術） 15,310 ／／  ／／  

Kl34 2 内視鏡下椎間板摘出（切除）術（前方摘出術） 75,600 ／／  ／／  

内視鏡下椎間板摘出（切除）術（後方摘出術） 30,390 ／／  ／／  

K135 脊椎、骨盤腫蕩切除術 33,290 ／／  ／／  
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手術.... 
×1. 5 ×2.0 

K136 脊権、骨盤悪性J重E嘉手術 69,980 ／／  ／／  

K136 2 腫蕩脊椎骨全摘術 93,300 ／ ／  ／／  

K137 骨盤切断術 48,650 ／ ／  ／／  

K138 脊椎披裂手術（神経処置を伴うもの） 26, 700 ／／  ／／  

脊椎披裂手術（その他） 16,510 ／／  ／／  

K139 脊椎骨切り術 52,460 ／／  ／ ／  

K140 骨盤骨切り術 33,630 ／ ／  ／／  

K141 臼蓋形成手術 28,220 ／／  

K141-2 寛骨臼移動術 36,400 ／／  ／／  

K141 3 脊椎制動術 16, 810 ／ ／  ／／  

K142 守樵固定術、機弓切除情、植弓形成術（多推問又は多椎弓の場合を古む．） ［前方椎体固定｝ 37,240 ／／  ／／  

脊椎固定浦、機弓切除術、後弓形成術（多機間又は多機弓の場合を含む．） （後方又は後側方固定） 29,900 ／ ／  ／／  

脊描画定術、機弓切除情、植弓形成情（多様問又は多植弓の場合を吉tr.) ［後方機体固定｝ 37,420 ／ ／  

脊椎固定術、推弓切除術、機弓形成術（多権問又は多推弓の場合を含む．） （前方後方同時固定） 66, 590 ／ ／  ／／  

脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成惰（多椎問又は事椎弓の場合を吉む．） （椎弓切除） 12, 100 ／／  ／／  

脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成情（多椎聞又は多椎弓の場合を吉む．） （推弓形成） 21, 700 ／ ／  ／／  

K142 2 脊椎倒j轡症手術（固定術） 48,650 ／／  ／／  

脊椎側轡症手術（矯正術） （初回挿入） 112,260 ／ ／  

脊椎側轡症手術（矯正術） （交換術） 48,650 ／／  

脊椎側祖母症手術（矯正術） （伸展術） 20,540 ／ ／  ／／  

K142 3 内視鏡下脊椎固定術（胸椎又は腰椎前方固定） 101,910 ／ ／  ／／  

K142 4 経皮的椎体形成術 19,960 ／／  ／／  

K143 仙腸関節固定術 29, 190 ／／  

K144 体外式脊椎固定術 25,800 ／／  ／／  

キ K182 神経縫合術（指（手、足）） 12,640 18,960 25,280 

神経U絡合術（その他） 24,510 36, 765 49,020 

K182 2 神経交差縫合術（指（手、足）） 36,320 54,480 72,640 

神経交差縫合術（その他） 46, 180 69, 270 92, 360 

K182-3 神経再生誘導術 12,640 18, 960 25,280 

K188 神経剥離術 （鏡視下によるもの） 14, 170 21,255 28,340 
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手術” 4’ー

Xl. 5 ×2.0 

神経言明離術 （その他） 10,900 16, 350 21,800 

K193 神経腫切除術（指（手、足）） 5, 770 8,655 11, 540 

神経腫切除術（その他） 10, 770 16, 155 21,540 

K193 2 レアタリングハウゼン病偽神経腫切除術（露出部） 1 1,660 2,490 3,320 

レックリングハウゼン病偽神経腫切除術（露出部） 2 3,670 5, 505 7,340 

レッタリングハウゼン病偽神経腫切除術（露出部） 3 4, 360 6,540 8, 720 

K193-3 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術（露出部以外） 1 1,280 1, 920 ／ ／  

レックリングハウゼン病偽神経腫切除術（露出部以外） 2 3,230 4,845 ／／  

レックリングハウゼン病偽神経腫切除術（露出部以外） 3 4, 160 6,240 ／／  

K194 神経捻除術（後頭神経） 4,410 ／ ／  ／／  

神経捻除術（上限寵神経） 4, 410 ／／  ／ ／  

神経捻除術（眼禽下神経） 4,410 ／／  ／／  

神経捻除術（おとがい神経） 4,410 ／／  ／ ／  

神経捻除術（下顎神経） 7, 750 ／／  ／／  

K194 2 横隔神経麻療術 4,410 ／ ／  ／／  

K!94 3 眼禽下孔部神経切断術 4, 410 ／ ／  ／／  

K194-4 おとがい孔部神経切断術 4,410 ／／  ／／  

K!95 交感神経切除術（頚動脈周閤） 7, 930 ／ ／  ／／  

交感神経切除術（股動脈周囲） 7, 750 11, 625 ／ ／  

K!95-2 尾動脈腺摘出術 7, 750 ／／  ／／  

K!96 交感神経節切除術（頚部） 23,660 
／／  

／／  

交感神経節切除術（胸部） 16,340 ／ ／  ／／  

交感神経節切除術（腰部） 16,240 ／ ／  

K196 2 胸腔鏡下交感神経節切除術（両側） 18, 500 ／／  ／／  

K!96-3 ストップエノレ手術 12,490 18, 735 24,980 

K196-4 閉鎖神経切除術 12, 490 18, 735 24,980 

K!96 5 末梢神経遮断（挫減又は切断）術（浅田骨神経、深田ド骨神経、後腔骨神経又は排腹神経） 12,490 18, 735 ／／  

K197 神経移行術 23,660 35,490 47,320 

K198 神経移植術 23,520 35,280 47,040 

K606 血管露出術 530 795 1,060 
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手術ー.，・ー
x 1. 5 ×2 0 

K607 血管結染術（開胸又は開腹を伴う） 10,550 ／／  ／／  

血管結殺術（その他） 3, 130 4,695 6,260 

K607-2 血管縫合術（簡単なもの） 3, 130 4,695 6,260 

K607-3 上腕動脈表在化法 5,000 7, 500 ／／  

K608 動脈塞栓除去術（関胸文は開腹を伴うもの） 28,560 ／／  ／ ／  

動脈塞栓除去術（その他） （観血的なもの） ll, 180 16, 770 22,360 

K608-2 外シャント血栓除去術 1, 680 ／ ／  ／／  

K608-3 内シャント血栓除去術 3, 130 ／／  ／／  

K609 動脈血栓内膜摘出術（大動脈に及ぶ） 40,950 61, 425 ／／  

動脈血栓内膜摘出術（内頚動脈） 43,880 65,820 ／／  

動脈血栓内膜摘出術（その他） 25,860 38, 790 51, 720 

K609 2 経皮的頚動脈ステント留置術 34. 740 ／／  

K610 動脈形成術、吻合術（頭蓋内動脈） 81, 720 ／／  ／／  

動脈形成術、吻合術（胸腔内動脈） （大動脈を除く） 47, 790 ／ ／  ／／  

動脈形成術、吻合術（腹腔内動脈） （大動脈を除く） 47, 790 ／／  

動脈形成術、吻合術（指（手、足）の動脈） 15,340 23, 010 30,680 

動脈形成術、吻合術（その他の動脈） 18, 080 27, 120 36, 160 

K610-2 脳新生血管造成術 52,550 ／／  / 
K610 3 内シャント又は外シャント設置術 18, 080 ／／  ／／  

K610-4 四肢の血管吻合術 18, 080 27, 120 36, 160 

K610 5 血管吻合術及び神経再接合術（上腕動脈、正中神経及び尺骨神経） 18,080 27, 120 36, 160 

K6ll 抗悪性腫揚剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（開腹） 17,940 ／／  ／／  

抗悪性腫聖書剤動脈、静脈文は腹腔内持続注入用植込型カテーテノレ設置（四肢） 16,250 24,375 ／／  

抗悪准腫E耳鼻l動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテノレ設置（頭頚部その他） 16,640 ／／  ／／  

K612 末梢動静脈痩造設術 7. 760 ／／  ／／  

K613 腎血管性高血圧症手術（経皮的腎血管拡張術） 31,840 ／／  

K614 血管移植術、バイパス移植術（大動脈） 70, 700 ／ ／  ／／  

血管移植術、バイパス移植術（胸腔内動脈） 64,050 ／ ／  

血管移植術、バイパス移植術（腹腔内動脈） 56,560 ／／  ／／  

血管移植術、バイパス移植術（頭、頚部動脈） 55,050 ／／  ／／  
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手術，．，， 

x 1. 5 X2. 0 

血管移植術、パイパス移植術（下腿、足部動脈） 62,670 94,005 

血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈） 30,290 45,435 60,580 

K615 血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管） （止血術） 19, 260 ／／  ／ ／  

血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管） （選択的動脈化学塞栓術） 18,220 ／／  ／／  

血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管） （その他） 16,930 ／／  

K615 2 経皮的大動脈遮断術 1,390 ／ ／  ／／  

K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 20,540 30,810 41, 080 

K616 2 頚動脈球摘出術 10,800 ／／  ／／  

K616目 3 経皮的胸部血管拡張術 （先天性心疾患術後に限る。） 24,550 ／／  ／／  

K616 4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 18, 080 27, 120 36, 160 

K617 下肢静脈癌手術（抜去切除術） 10,200 15,300 ／／  

下肢静脈癌手術（硬化療法） l, 720 2,580 ／／  

下肢静脈癌手術（高位結紫術） 3, 130 4,695 

K617 2 大伏在静脈抜去術 11, 020 16,530 22,040 

K617 3 静脈癒切除術（下肢以外） 1,820 2, 730 3,640 

K617-4 下肢静脈癒血管内焼灼術 14,360 21,540 28, 720 

K617 5 内視鏡下下肢静脈癌不全穿通枝切離術 10,200 15, 300 ／／  

K618 中心静脈注射用植込型カデーテル設置（四肢） 10,500 ／／  ／／  

中心静脈注射用植込型カデーテノレ設置（頭頚部その他） 10,800 ／／  ／／  

K619 静脈血栓摘出術（開腹を伴うもの） 22,070 ／／  ／／  

静脈血栓摘出術（その他） （観血的なもの） 13, 100 19, 650 26,200 

K619-2 総腸骨静脈及び股静脈血栓除去術 32, 100 48, 150 ／ ／  

K620 下大静脈フィノレター留置術 10, 160 ／／  ／ ／  

K620-2 下大静脈フィノレター除去術 6, 190 ／／  ／ ／  

K621 門脈体循環静脈吻合術（門脈圧冗進症手術） 40,650 ／／  ／／  

K622 胸管内頚静脈吻合術 37,620 ／／  ／／  

K623 静脈形成術、吻合術（胸腔内静脈） 25,200 ／／  ／／  

静脈形成術、吻合術（腹腔内静脈） 25,200 ／／  ／／  

静脈形成術、吻合術（その他の静脈） 16, 140 24,210 32,280 

K623-2 牌腎静脈吻合術 21,220 ／／  ／／  
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手術司，，..

x !. 5 X2 0 

初診時プラッシング料 91 ／／  ／／  

指の創傷処理（労災特掲・ 1本） 940 ／／  ／／  

指の創傷処理（労災特掲・ 2本） 1, 410 ／／  ／／  

指の創傷処理（労災特掲・ 3本） 1,880 ／／  ／／  

指の創傷処理（労災特掲・ 4本） 2,350 ／ ／  ／／  

指の創傷処理（労災特掲・ 5本） 2,350 ／ ／  ／／  

指の骨折非観血的手術（労災特掲・ 1本） 2,880 ／／  ／／  

指の骨折非観血的手術（労災特掲・ 2本） 4,320 ／／  ／／  

指の骨折非観血的手術（労災特掲・ 3本） 5, 760 ／ ／  ／／  

指の骨折非観血的手術（労災特掲・ 4本） 7,200 ／／  ／／  

指の骨折非観血的手術（労災特掲・ 5本） 7, 200 ／／  ／／  

術中透視装置使用加算 220 ／ ／  ／／  

手指の機能回復指導加算 190 ／／  ／／  
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疾患別リハビリテーション
点数 ×i. 5 I×2.0 

ク HOOO 心大血管疾患リハビリァーション料（ I ) 250 375 I ---------
心大血管疾患リハビリァーション料（II) 105 158 ／／  

日001 脳血管疾患等リハビリァーション料（ I) 250 .375 ／／  

脳血管疾患等リハビリァーション料（II) 200 300 ／ ／  

脳血管疾患等リハピリテーション料（阻） 100 i5o I~ 
H002 運動器リハピリァーション料（ I ) 185 21s I ---------

運動器リハビリァーション料（II) 180 210 I ---------
運動器リハビリァーション料（III) 85 128 ／／  

H003 呼吸器リハビリァーション料（ I ) 180 270υ／ 

呼吸器リハビリテーション料（II) 85 128 i~ 
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参考12

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

9:00～9:30 

－朝のミーティング
－軽体操

－朝のミーティング
－軽体操

－朝のミーティング
－軽体操

－朝のミーテイング
－軽体操

－朝のミーティング、
－軽体操

区 分

プログラム 1

プログラぷ2

プログラム3

プログラム4

プログラム 5

職場復帰プログラムの例
（精神科ショート・ケア、 3時間コース）

9-30～10・30 10:30～11：・ 30 11: 30～12:00 

プログラム活動 1
プログラム活動3

－適切な自己表現
－オフィスワーク －ミーティング
(PCを使った個別作業）

プログラム活動2
プログラム活動3

－心理教育
・オフィスワーク －ミーティング
(PCを使った個別作業）

プログラム活動3 プログラム活動4
－オフィスワーク ・オフィスヲ｝ク －ミーテイング
(PCを使った個別作業） （グループによる作業）

プログラム活動4 プログラム活動4
・オフィスワ｝ク ・オフィスワーク －ミーティング
（グループによる作業） （グループによる作業）

プログラム活動5 感．想1週文作間成の感及想び等グループミーティング
・ボディワーク

項 目 内 '.f'j: 目 的

自己表現
－自分の趣味ややりたいことを対話形式で発表
－自己表現を通したコミュニケーションのトレーニング

心理教育又はストレスマネージ
・専門家から症状・薬物療法・職場の人間関係などについて、助言・指
導および援助を受ける

メント －病状や病態を振り返り、自分で認識・把握し、再発予防を実践する

個別作業
•PC、工具を使った作業業能カ の状態によ
－意欲、集中カ、作 の回復を目的として、個人ごと
り選択

グループ作業 ・グノレ』プによる作業の割り振りや役割分担を決めての共同作業

ボディワーク ・球技、身体活動、強めの運動



参考13別紙様式1 ①精神疾患を主たる傷病とするもの（患者用）

労働者災害補償保険
指導管理筆

第回目

氏名 生年月日
明大治lE 

年 月 日
昭和
平成

負傷又は 昭和
年 月 日 傷病名

発病年月日 平成

休業前の 〔：~：JI 官官｜原職 事務職 その（

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

職種

就労に当たって必要な指導事項

職務内容変更の必要性

①あり（理由 ②なし

作業制限の必要性（職務内容変更ありの場合、作業制限の有無）

①軽作業可 ②一般事務可 ③肉体労働の制限 ＠普通勤務可 ⑤その他（

〔一一平成 年 月頃まで

勤務時間調整の必要性

①あり（1日 時間まで、週 時間まで） ②なし

＊②なしの場合、時間外勤務調整の必要性

①あり（1日 時間まで、週 時間まで） ②なし ③深夜勤不可

遠隔地出張（宿泊を伴うもの、海外出張など）の制限の必要性

①あり（制限（ ）・禁止） ②なし

自動車運転・危険を伴う機械操作等、作業内容制限の必要性

①あり（ l②なし

対人業務の制限の必要性

①あり（ ②なし

その他就労に当たって配慮しなければならない事項等について

（伊j職責の大きさ、労働密度、職場での人間関係）

就労に当たって必要とされる療養に関する指導事項

就労に当たって必要とされる療養に関する指導事項

今後の療養の予定

月lこ 回程度の診療まま

平成 年 月 日
病院又は

診療所の

（注） この指導管理築は、入院治療後通院療養を継続しながら就労が可能と医師が認める者文は
入院治療を伴わず通院療養を3か月以上継続している者で就労が可能と医姉が認める者に対し、

就労に当たっての療養上必要な指導事項及び就労上必要な指導事項を記載するものです。
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男・女

⑮ 



参考13別紙様式2 ②精神疾患を主たる傷病とするもの（産業医用）

労働者災害補償保険
指導管理筆（産業医提出用）

第回目

明治

氏名 生年月日
大正

年 月 日 男・女
昭和
平成

休業前の

官？自
復帰を希望

原職・事務職・その他（
職種 する職種

病名
) (2. 

発症（受傷）年月日 年 月 日 ・不明 初診年月日 年 月 日）

初診持症状

入院 年 月 日 ）～ 年 月 日）

通院 年 月 日）～ 年 月 日）

病状経過 （①不変・＠：改善傾向・③軽快・④寛解・⑤その他（ ）） 

現在の症状

現在の治療内容（薬剤の内容を含む。）に関する特記事項

今後の治療予定 （①入院・②入院及び通院・③通院・④治療不要

入院 年 月 日 ）～ 年 月 日）

通院 年 月 日 ）～ 年 月 日） 1且に 回程麿

症状固定の見込み 年 月頃

就労に当たって勤務内容に対する意見

勤務可能（条件なし）

2 勤務可能（条件あり） ［条件のある期間 平成 年 月頃まで〕

了 職務内容の変更 不要・要

イ 作業内容の制限

不要 ・要（軽作業可・一般事務可・肉体労働のみ制限・普通勤務可・その他（

ウ 時間外労働の禁止・軽減 不要 －要（特記事項

三乙 遠隔地出張（宿泊を伴うもの、海外出張など）の禁止・軽減

不要・要（特記事項．

オ 自動車運転・危険を伴う機械操作等の制限

不要・要（特記事項：

カ 対人業務の制限

不要 ・要（特記事項

キ その他勤務内容に対する意見（例：職責の大きさ、労働密度、職場での人間関係）

就労に当たって必要な職場での留意点

上記のとおり診断します。

平成 年月

病院又は

診療所の

盟

錘

開
⑮ 

日
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参考13別紙様式3 ③精神疾患を主たる傷病としないもの（患者用）

労働者災害補償保険
指導管理筆

第四目
明治

氏名 生年月日
大正

年 月 日 男・女
昭和
平成

負傷文は 昭和
年 月 傷病名

発病年月日 平成
日

休業前の ［：~~I 官官｜原職 事務

I 

2 

3 

4 

5 

6 

I 

2 

職種

就労に当たって必要な指導事項

職務内容変更の必要性

①あり（理由 ②なし

作業制限の必要性（職務内容変更ありの場合、作業制限の有無）

①軽作業可 ②一般事務可 ③肉体労働のみ制限 ④普通勤務可 ⑤その他（

平成 年 月頃まで

勤務時間調整の必要性

①あり（1日 時間まで、遺 時間まで） ②なし

＊②なしの場合、時間外勤務調整の必要性

①あり（1日 時間まで、週 時間まで） ②なし ③深夜勤不可

遠隔地出張（宿泊を伴うもの、海外出張など）の制限の必要性

①あり（制限（ ）・禁止） ②なし

自動車運転・危険を伴う機械操作等、作業内容制限の必要性

①あり（ ②なし

その他就労に当たって配慮しなければならない事項等について

就労に当たって必要とされる療養に関する指導事項

就労に当たって必要とされる療養に関する指導事項

今後の療養の予定

且に 国程度の診療主定

平成 年 月 日
病院又は

診療所の

所在地

名称

医師名

（注） この指導管理袋は、入院治療後通院療養を継続しながら就労が可能と医師が認める者又は

入院治療を伴わず通院療養を3か月以上継続している者で就労が可能と医師が認める者に対し、
就労に当たっての療養上必要な指導事項及び就労上必要な指導事項を記載するものです。
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参考13別紙様式4 ④精神疾息を主たる傷病としないもの（産業医用）

労働者災害補償保険
指導管理筆（産業医提出用）

明治

氏名 生年月日｜大正
昭和

年 月 日

平成

四
日：

［：~~I 復帰を希望
する職種

原職・事務職 その他（

入院‘

) (2. 

年 月 日・不明 初診年月日

年月日）～（年月

年月日）～（年月通院 （ 

病状経過 （①不変・②改善傾向・＠軽快・③寛解・⑤その他（

舶の症状 〔
現在の治療内容（薬剤lの内容を含む。）に関する特記事項

日）

日）

今後の治療予定 （①入院・②入院及び通院・③通院・④治療不要

入院 （ 年 月 日 ） ～（ 年月日）

年 月

第 回目

男・女

日）

通院（ 年 月 日）～（ 年 月 日） 1月に 回想摩

症状固定の見込み 年 月頃

就労に当たって勤務内容に対する意見

I 勤務可能（条件なし）

2 勤務可能（条件あり） ［条件のある期間 平成 年 月頃まで］

ア 職務内容の変更 不要・要

イ 作業内容の制限

不要・要（軽作業可・一般事務可・肉体労働のみ制限・普通勤務可・その他（ ：） 

ウ 時間外労働の禁止・軽減 不要・要（特記事項． ） 

エ 遠隔地出張（宿泊を伴うもの、海外出張など）の禁止・軽減

不要・要（特記事項：

オ 自動車運転・危険を伴う機械操作等の制限

不要・要（特記事項・

カ その他勤務内容に対する意見

就労に当たって必要な職場での留意点

上記のとおり診断します。

平成 年 月 日

病院文は

診療所の

亙杢型

名称

医師名
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参考14

処置及び疾患別リハビリテーションの取扱い

介違牽引 ・消費覇痛等処置（マッサージ等の手技に
矯 E固定 よる療法）
・変形機構矯正術 摘提輯痛等処置（器具等による時陸）

・腰部又は胸部固定帯厨定
・世出力レーザー照射

・消炎鎮痛等処置
（湿布処置）
. III門処置

※ 診療所外来のみ

高血別リハピ日テーション

－介達牽引
・矯正固定
－変形機械矯正術
・消炎鎮痛等処置
（マッサージ等の手技
による療法）

・消炎鎮痛等処置
（器具等による療法）
腰部又は胸部固定帯固定

．低出カレーザー照射

3部位（局所）まで算定

町
、
、
る
固
い
定

ン
引
術
よ
晴
世
帯
の
草

ヨ
牽
正
に
る
定
射
を

シ
遣
矯
技
よ
園
照
）

一
介
棋
手
に
師
一
所

テ
、
機
の
等
胸
ザ
局

日
に
形
等
具
は
一
一
（

ピ
他
密
ジ
器
又
レ
位

ハ
町
、
一

r部
力
部

日
数
定
サ
、
腰
出
l

別
点
固
ッ
J

、
低
か
4

患
定
正
マ
法
J

、
れ
注

損
所
矯
「
暗
法
定
ず
＊

置
牽
捕
手
等
胸
一

処
違
械
の
具
は
レ
位

門
介
揖
等
器
又
力
部

紅
、
形
ジ
「
部
出
2

は
に
畳
一
、
腰
低
計
定

文
他
、
サ
J

、
、
ち
算

J
の
定
ツ
法
J
定
う
で

置
数
回
マ
療
桂
固
の
ま

処
点
正
「
る
時
待
射
）

布
定
靖
、
よ
る
定
照
所
1
2
3

湿
所
、
術
に
よ
固
一
局
注
注
注

「
の
引
正
技
に
部
ザ
（
＊
＊
ネ

－消炎鎮痛等処置
（湿布処置）

2 I ・ III門処置

※ 診療所外来のみ

問
川区

一は
テ
定

又
リ
算

位
ピ
を

部
ハ
数

1
リ
点

配
同
盟
問

処
症
の

布
と
ン

湿
置
ヨ

「
処
シ

定
に

算
と

を
ご

数
位

点
部

定
る

所
な
］

き
具
算

つ
が
合

に
率
し

回
世
定

1
［
算

輯管i~lj リハピリテーションの
所定点数と「橿布処置J1部
位又は紅門処置の他に、介遺
牽引、矯正固定、宮醇蝿輔嬬
E術、 「マッサージ等の手技
による療法』、 「器具等によ
る療法J.腰部又は胸部閤定
帯固定、低出カレーザー照射
のいずれか1部位（局所｝を
算定
＊注5

上記l及び2の処置を併施
3 I 

した場合

＊注1 上記l及び2については、それぞれ異なる部位（局所）に行った場合のみ算定できます。
＊注2 上記2については、それぞれ倍率が異なる部位ごとに算定する場合は、 「湿布処置j及び紅門処置となります。

＊注3 上記lのいずれかを複数部位（局所）に行っている場合は、上記2の所定点数を算定することなく、上記1のいずれか

3部位（局所）までの点数を算定することとしても差し支えありませんa

＊注4 上記1のいずれかを複数部位（局所）に行っている場合は、疾患別リハビリテーションの所定点数を算定することな

く、上記1のいずれか3部位（局所）までの点数を算定することとしても差し支えありません。
＊注5 上記1及び2のいずれかを複数部立（局所）に行っている場合は、疾患別リハピリテーションの所定点数を算定するこ

となく、上記2の所定点数の他に上記lのいずれか計2部位（局所）までの点数、若しくは、上記1のいずれか3部位

（局所）までの点数を算定することとしても差し支えありません。
＊注6 消炎鎮滴等処置のうち湿布処置のみ四肢加算の取扱いで手及び手指については2倍で算定できます。
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参考15

入院基本料特例取扱点数一覧表

AlOO 一般病棟入院基本料

区分＼＼
基本点数

看護配置
平均在院日数

2週間以内 2週間超
....‘・・・・・‘・‘・－－．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

看護師比率 (1. 30f音） (1. 01倍）

7対 1入院基本料 1,591点
7 1以上

18日以内 2,068点 1, 607点；・・・ーーー・・ーー・ーーー・・・・ーー－－・・．．ー．．，．．．．
70%以上

10対 1入院基本料 1,332点
10 1以上

21日以内 1, 732点 1, 345点10;y；以上
13 : 1以上

13対1入院基本料 1, 121点 ..........................・・・・・． 24日以内 1,457点 1, 132点
70%以上

15対 1入院基本料 960点
15 1以上

60日以内 1, 248点 970点・・ーーーー・・・ー・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

40%以上

区~ 基本点数
看護配置

平均在院日数
2週間以内 2週間超

看護師比率 (1. 30倍） (1. 01倍）

所定点数から100分のm減要 点
月平均夜勤時間72時間以下の要件のみを

ー点満たせない場合（3月を限度） ー点

特別入院基本料 584点
上記各区分の要件に該当しない医

759点
療機関 590 ＇長

＊注入院の日から起算して（ 1日につき）
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AIOI 療養病棟入院基本料

療養病棟入院基本料1

よ＼＼ 基本点数

入院基本料A I, 810点

入院基本料B I, 755点

入院基本料C 1, 468点

入院基本料D I, 412点

入院基本料E I, 384点

入院基本料F I, 230点

入院基本料G 967点

入院基本料H 919点

入院基本料I 814点

療養病棟入院基本料2

よ＼＼ 基本点数

入院基本料A 1, 745点

入院基本料B 1, 691点

入院基本料C 1, 403点

入院基本料D 1, 347点

入院基本料E 1, 320点

入院基本料F 1, 165点

入院基本料G 902点

入院基本料H 854点

入院基本料 I 750点

区ご＼＼ 基本A在数

療養病棟入院基本料2 1所加定分点の数2Jか暗ら算

特別入院基本料 576点

看護配置 看護補助配置
看護師比率

20 1以上

・・・・・・・・・・・・・ー・・・・ー・・・・・・・・ー 20 1以上

20%以上

看護記置
看護補助配置..・－－－－－ー，ー・・・ーーー－－－－－－－－－．．

看護師比串

25 1以上

・．．，．．．．，．，．．．．．．．．．．．．．．．．． 25 1以上

20%以上

看看護護師配比置串 ｜｜ ｜ 看護補助記置

月平せ均な夜勤時間c＂時間以限下度 の要件のみを満
た い場合 3月を ） 

上記要件に該当しない医療機関

＊注入院の日から起算して（ 1日につき）

64 

2週間以内 2週間超

(1. 30｛書） (1. 01倍）

2』 353点 1,828点

2, 282点 I, 773点

I, 908点 I, 483点

I, 836点 I, 426点

I, 799点 I, 398 #., 

l,599点 I, 242点

1,257点 977点

I, 195点 928 ＇巨

1, 058点； 822，長

2週間以内 2週間超

(1. 30f吾） (1. Olf音）

2,269点 1, 762点

2, 198点 1, 708点

1, 824点 1, 417点

1, 751点 1, 360点

1, 716点 1,333点

1, 515点 1, 177点

1, 173点 911点

1, 110点 863点

975点 758点

2週間以内 2週間超

(1. 30倍） (1. 01倍）

一点 一点

749点 582点



A102 結核病棟入院基本料

よ＼＼ 基本点数
看護配置

平均在院日数
2週間以内 2週間超

・・・・.......................
(!. 30倍） (1. 01倍）看護師比率

7対 l入院基本料 !, 591点
7 : 1以上

2, 068点 !, 607点・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・ー・・・・ー
70%以上

10対 1入院基本料 !, 332点
10 : 1以上

!, 732点 1,345点・・・・ー・ー・・・・・・・・ー・・・・ー・．．．．．
70%以上

13対 1入院基本料 1, 121点
13 : 1以上

1. 457点 1. 132点，，，．，．，．．．．．．，，．．．．．．．．．．．． 

70%以上

15対 1入院基本料 960点
15 : 1以上

1, 248点 970点・．．．．．．．，・・・・・・・・a・・・・・a・・a

40%以上

18対 1入院基本料 822点
18 : 1以上

1, 069点 830点”’・ー・・，．・．．．，，，．．．．．，，．．．，

40%以上

20対 l入院基本料 775点
20: 1以上

1. 008点 783点・・・・．・・・・・．．．・ー・・・・・・・・・．．．
40%以上

よ＼＼ 基本点数 看看護護師配比置率 ｜｜ ｜ 平均在院回数
2週間以内 2週間超

(l. 30倍） (1. 01倍）

所定点数から
一点 月平た均せ夜ない勤時間合72時間以下限度町要件のみを 一点 一点100分の20減算 満 場（3月を）

特別入院基本料 559点 上記各区分の要件に該当しない医 727点 565点
療機関

＊注入院の日から起算して（ 1日につき）

A103 精神病棟入院基本料

よ~ 基本点数
看護配置 平均在院日数 2週間以内 2週間超

....・e・．，．・・．．．．．．．．‘・・ a・・・ー・・・・ー ・．，・・・・・・・・・・・・・ー・・・ーーーーー・a

看護師比率 GA  F尺度等 (l. 30倍） (!. 01倍）

10 : 1以上 40日以内
10対 1入院基本料 1. 271点

ー・ー，．，・・・ー・．，．，．，．，，，．．．．，． ・・・・・・・・・・・・・..・・・・a・・・・・.. l, 652点 l, 284点
70%以上 GA F尺以度上30以下の忠者

が5割

13 1以上 80日以内
13対 1入院基本料 946点

・・・・・・・・・・・・・..ーーーー・・ーーー...

70%以上 体：割合A併以F窪上尺度を3有0す以下る又患者は身が l, 230点 955 ,Ii, 

15対 l入院基本料 824点
15: 1以上

l, 071点 832点・．．．－・・ー－・・．・．．．．．ー－ー，...ー，

40%以上

18対 1入院基本料 735点
18 : 1以上

956点 742点ーーー・ー・ーー・ーーー・ーーーーーーー－ー．．．．．
40%以上

20対 1入院基本料 680点
20 1以上

884点 687点－ー..・a，・ーーーーーーーーー.....ー．．，．

40%以上

区：－－－－－－＿
基本点数 看看護護師配比置率 ・・I 平均在院日数

2週間以内 2週間超

(1. 30干吾） (1. 01倍）

所定点数から
点 72時間以下限度町要件のみを満たせない場合

一点 一点100分の20減算 (3月を ｝ 

特別入院基本料 559点
看護配置25 1以上で上記各区分

727点 565点
の要件に該当しない医療機関

＊注入院の日から起算して（ 1日につき）

65 



A104 特定機能病院入院基本料

区分＼＼＼
区分 基本点数

看護配置 平均在院日数 2週間以内 2週間超
・．．．，．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．． ・．．，，．．．．．．．．．．．．．．．．．

看護師比率 GA  F尺度等 (!. 30倍） (1. 01倍）

7対1入院基本料 l, 599点
7 : 1以上 26日以内

2,079点 l, 615点ーー・ー・・・・・・・・ー・・ーー・・・ーー・・ー・ ・・ー・・ーーーーー・・・・ー・ーー－－－－

一般病棟
70%以上

10 1以上 28日以内
10対l入院基本料 1, 339点 ・．．．．．．，，，，，．，．．．．．，．．．．．． ”’・．，，．．．．．．．．．．．．．，． 1, 741点 1, 352点

70%以上

7対1入院基本料 1,599点
7 : 1以上

2,079点 1,615点，，，，，，，，．，，，噂司，，，，，．，，，，．，
70%以上

10対1入院基本料 1, 339点
10 : 1以上

l, 741点 l, 352点ーー..........ーー・ーーー......ーー

結核病棟
70%以上

13 1以上
13対1入院基本料 l, 126点 ・・a・.......，・・・・・......... 1, 464点 1, 137点

70%以上

15対1入院基本料 965点
15 1以上

l, 255点 975点・・・・・・・ー・ー・ー・ー・・・・・・・.....
70%以上

7 1以上 40日以内
7対l入院基本料 l, 350点

..ーーーーー・・・・・a・ー・ー・ー・・....ー ー....・・・・・・・ー・・ー・・ーー・． 1, 755点 1, 364点
70%以上 GA  F尺5割度3以叫上A下の

患者が

10 1以上 40日以内
10対l入院基本料 l,278，骨 ・・・・・・...・・a・・・・・・・・ー・・・..・・・・・・・・・・・・・..・・・・・・a l, 661点 l, 291 

70%以上 GA  F尺度割3以0以上下の
.，者が5

精神病棟 13 1以上 80日以内・・a・......................・・・・・・・・．．，，．．．．．．．．．．
13対1入院基本料 951点

70%以上 はGA身F尺合が度併：起割0以以を下有上又す

る＂＂体者

l,236点 961点

15対l入院基本料 868点
15 : 1以上

l, 128点 877点ー．ー．，ーー・・ー・・ーーーーー・ー・・ーー・・ー
70%以上

＊注入院の日から起算して（ 1日につき）
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A105 専門病院入院基本料

よ＼＼ 基本点数
看護配置

平均在院日数
2週間以内 2週間超

ー・・ー・6・・・・・ー・・．．．．．．．．．．．．，．．．．
看護師比率 (1. 30倍） (1. OHi吾）

7対 1入院基本料 1, 591点
7 1以上

28日以内 2,068点 1, 607点..・・.......‘・・・・・・ー・・・・・・・・ー・・・・
70%以上

10対 1入院基本料 1, 332点
10・1以上

33日以内 1, 732点 1, 345点・・．，，．．，．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．

70%以上

13対 1入院基本料 1, 121点
13 1以上

36日以内 1, 457点 1, 132点ーー・ーー・・・．．・・・・．．．．．．．．．．．．，．．．．
70%以上

＊注入院の日から起算して（ 1日につき）

Al06 障害者施設等入院基本料

よ＼＼ 基本点数
看護配置 2週間以内 2週間超................................・a・..................・・ー，，．．ー，，

看護師比率 (1. 30倍） (1. 01倍）

7対 1入院基本料 1,588点
7 : 1以上

2,064点 1, 604点；......................・a・a・..........・......ーー......ーー，，．．．．・，，
70%以上

10対 1入院基本料 1, 329点；
10 : 1以上

1, 728点 1, 342点；．．．．．．．．．．．．．‘・・‘・ー・ーーーーー・ーーーーー・・・．．．－－－－－－・．．．・・・・・，．・・・・・ーー・・・・・
70%以上

13対 1入院基本料 1, 118点
13 1以上

1,453点 1, 129点....................，ー・ーーーーーーーー・，．，．，．，，．．．．．，．．．，．，，．．．．．．．．・・
70%以上

15対 1入院基本料 978点
15 : 1以上

1,271点 988点............・・・・・a・・・・・ーーーー....ーーーーーーー・・ーー・ー．．，．．，，．．．，，．．．．．・・
40%以上

区~ 基本点数
看護配置 2週間以内 2週間超

ーー，..................・・・・・・・・・・・・・・・a・ーー.........ーーー，，．．．．．．．．．，，
看護師比率 (1. 30倍） (1. 01倍）

所定点数から
一 点

月平均夜勤時間72時間以下の要件のみ
一点 一点100分の20減算 を満たせない場合（3月を限度）

＊注入院の日から起算して（ 1日につき）
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A108 有床診療所入院基本料

1 有床診療所入院基本料1

区~ 基本点数 看護配置
2週間以内 2週間超

(1. 30倍） (1. 01倍）

14日以内 861点 1, 119点 ／／／  

15日以上30日以内 669点 看護職員7人以上 ／／／  676点

31日以上 567点 ／／／  573点

2 有床診療所入院基本料2

よ＼＼ 基本点数 看護配置
2週間以内 2週間超

(1. 30{i吾） (1. 01倍）

14日以内 770点 1,001点 ／／／  

15日以上30日以内 578点 看護職員4人以上7人未満 ／／／  584点

31日以上 521点 ／／／  526点

3 有床診療所入院基本料3

よ＼＼ 基本点数 看護配置
2週間以内 2週間超

(1. 30倍） (1. 01倍）

14日以内 568点 738点 ／ ／／  

15日以上30日以内 530点 看護職員1人以上4人未満 ／／／  535点

31日以上 500点 ~ 505点

＊注入院の日から起算して（ 1日につき）
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A108 有床診療所入院基本料

4 有床診療所入院基本料4

区ご＼＼
基本点数 看護配置

2週間以内 2週間超

(1. 30倍） (1. 01倍）

14日以内 775点 1,008点 ／ ／／  

15日以上初日以内 602点 看護職員 7人以上 ／／／  608点

31日以上 510点 ／／／  515点

5 有床診療所入院基本料5

よ＼＼ 基本点数 看護配置
2週間以内 2週間超

(1. 30倍） (1. 01倍）

14日以内 693点 901点 ／／ ／  

15日以上30日以内 520点 看護職員4人以上7人未満 ／／／  525点

31日以上 469点 ／／／  474点

日 有床診療所入院基本料6

よ＼＼ 基本点数 看護配置
2週間以内 2週間超

(1. 3日倍） (1. 01倍）

14日以内 511点 664点 ／ ／／  

15日以上30日以内 477点 看護職員1人以上4人未満 ／／／  482点

31日以上 450点 ／／／  455点

＊注入院の日から起算して（ 1日につき）
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A109 有床診療所療養病床入院基本料

よ＼＼ 基本点数 看護配置 看護補助配置
2週間以内 2週間超

( 1. 30｛＇害） (1. 01倍）

入院基本料A 994点 1, 292点 1, 004点

入院基本料B 888点 1, 154点 897点

入院基本料C 779点
6 : 1以上 6 1以上 1, 013点 787点

(4’1以上） ( 4 : 1以上）
※ ※ 

入院基本料D 614点 798点 620点

入院基本料E 530点 689点 535点

※ 当該病棟の入院患者のうち、医療区分3及び医療区分2の患者の合計が8割以上であるとして地方厚生
（支）局長に届け出た病棟については、看護配置及び看護補助配置の要件が（ ）内の基準となる

基本点数 看護配置 看護補助配置

特別入院基本料 459点｜上記要件に該当しない医療機関

＊注入院の日から起算して（ 1日につき）
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2週間以内

(1. 30{'膏）

597点

2週間超

(1. 01倍）

464点
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参考16

文書料の算定一覧

支給対象、 関係条文及び通達

障害（補償）給付の支給を受けようとする者が、障害（補 則第14条の2第3項

償）給付請求書に添付して提出した「障害の部位及び状態に

関する診断書」（以下「障害の状態に関する診断書Jという。）

障害（補償）年金の受給権者が、障害の程度に変更があっ 則第14条の3第3項

たとして、障害（補償）給付変更請求書に添付して提出した

「障害の状態に関する診断書」

労働者の死亡の時から引き続き障害の状態にあることに 則第四条の2第3項

より遺族（補償）年金転給等請求書を添付して提出した「障 第5号及び第7号

害の状態に関する診断書」（労働者の死亡が業務上でないと 則第15条の3第2項

いう理由で遺族（補償）年金支給の対象とならなかった場合 第2号
における診断書を除く。） 則第15条の4第2項、

第2号

障害の状態にあることにより遺族（補償）年金の受給権 則第21条第2項第2号

者となっている者及び遺族（補償）年金の受給権者である妻

が、定期報告書に添付して提出した「障害の状態に関する診

断書」（障害の状態にあることにより遺族（補償）年金の受

給資格を有し、かっ、受給権者と生計を同じくしている者に

ついての障害の状態に関する診断書を含む。）

告示様式の名称番号 請求方法 支給額

障害（補償）給付請 療養の費用請求書 4,000円
求書

（様式第10号、第16 告示様式第7号
号の7) (1）、第16号の5(1) 

障害（補償）給付変 病院等→労働者 4,000円
更請求書 →署

（様式第11号）

遺族（補償）年金請 4,000円
求書

（様式第12号、第16
号の8)

遺族（補償）年金転

給等請求書

（様式第13号）

年金等の受給権者の 4, 000円
定期報告書

（様式第18号）



ー守、。

労働者の負傷文は疾病が療養の開始後l年6ヵ月を経過した
日以後傷病（補償）年金の支給決定に必要と認めた場合に傷
病の状態等に関する届出に添付して提出した「傷病の状態に
関する診断書」

労働者の負傷又は疾病が療養の開始後l年6ヵ月を経過した
日において治っていない場合に、同日以後1ヵ月以内に提出
させる傷病の状態に関する届出に添付して提出した「傷病の
状態に関する診断書J

休業（補償）給付の支給を受けようとする者の負傷又は
疾病が毎年1月1日において療養開始後l年6カ月を経過してい
るときに同月中のいずれかの日の分を含む休業（補償）給付
請求書に添付して提出する傷病の状態に関する報告書に添付
して提出した「傷病の状態に関する診断書J

傷病（補償）年金の受給権者が定期報告書に添付して提出
した「負傷又は疾病の状態に関する診断書」

傷病（補償）年金の受給権者が障害の程度に変更があった
場合に提出する傷病の状態の変更に関する届喜に添付する
「傷病の状態に関する診断書」

介護（補償）給付の支給を受けようとする者が介護（補償）
給付支給請求書に添付して提出した「診断書」

則第四条の2第3項

則第四条の2第3項

則第19条の2第2項

則第21条第2項第3号

則第21条の2第4項

則第18条の3の5
第3項第1号

傷病の状態等に関す 0指定病院等 4,000円
る届 診療費請求書（含
（様式第16号の2) 内訳）診機様式第

1号（含2～5)
病院等→局

同 上 4,000円
0非指定病院等
療養の費用請求書
告示様式第7号
(1）、第16号の5(1) 

傷病の状態等に関す 病院等→労働者 4,000円
る届 →署
（様式第16号の11)

年金等の受給権者の 4,000円
定期報告書
（様式第18号）

〆

傷病の状態の変更に 4,000円
関する届
（年金申請様式第4

号）
『’ーーーーーーーーーーーー』ーー

介護（補償）給付支 ※障害（補償）年 4,000円
給請求書 金受給者である場
（様式第16号の2の2) 合については、療

養の費用請求書



__, 
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労働基準監督署長が、療養（補償）給付を
受けている者（傷病（補償）年金を受けてい
る者を含む。）について療養の継続の要否、入
院療養の要否、治ゆ等を判断するために必要
と認め、診療担当医師に診断書の提出を求め
た場合における当該診断書

休業（補償）給付請求書における診療担当
者の休業に関する証明

看護の給付の看護費用の額の証明書におけ
る診療担当者の看護に関する証明

労働基準監督署長が労災法第47条の 2の規
定による受診命令に基づいて作成依頼する意
見書等

はり・きゅう及びマッサージの施術に係る
診断書

則第13条 休業（補償J給
第2項 付請求書

（様式第8号、様
式第16号の6)

則第12条の 昭和63年5月12日
2第3項 基発第315号別紙

様式1

労災法第47
条の2
平8.7. 24 
基発第479号

昭57.6. 2 はり・きゅう診
基発第384号 断書

（様式第l号）
マッサージ診断
書
（様式第2号）

昭57.5.31
基発第375号

0指定病院等 5,000円
通達別紙請求書、診機様式第1号の2
病院等→局

0非指定病院等
通達別紙請求書、診機様式第l号の3
病院等→署

0指定病院等 2,000円
診療費請求書（含内訳）
診機様式第l号（含2～5)
病院等→局

0非指定病院等 1,000円
療養の費用請求書
告示様式第7号（1）、第16号の5(1) 
病院等→労働者→署

一般的な医学事項
7, 000円

特に高度な医学的
事項
20,000円

0指定病院等 はり・きゅう単独、
診療費請求書（含内訳） 一般医療と併用
診機様式第1号（含2～5)

［~~耕評「病院等→局

O非指定病院等
療養の費用請求書 マッサージ
告示様式第7号（1）、第16号の5(1) 3, 000円
病院等→労働者→署


